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(57)【要約】
【課題】作業者のスピーカの取付け間違いを防止できる
遊技機を提供する遊技機を提供する。
【解決手段】キャビネット上部７０１に干渉部材７１７
,７１８が設けられているので、左右のスピーカ３５,３
６のそれぞれの配線接続部７１５,７１６を逆方向に向
けてスピーカ３５,３６をセットしようとした場合、当
該配線接続部７１５,７１６が干渉部材７１７,７１８に
干渉するため、配線接続部７１５,７１６を逆方向に向
けてスピーカ３５,３６をセットすることができない。
つまり、配線接続部７１５,７１６が正しい向きに向い
ていないと、スピーカ３５,３６をセットすることがで
きない。このため、作業者のスピーカ３５,３６の取付
け間違いを確実に防止できる。
【選択図】図４７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャビネットに離間して取り付けられる略同形同大の一対のスピーカを備えた遊技機に
おいて、
　一方の前記スピーカの他方の前記スピーカに近い部位には、当該他方のスピーカ側に向
けて延びる配線接続部が設けられ、
　他方の前記スピーカの一方の前記スピーカに近い部位には、当該一方のスピーカ側に向
けて延びる配線接続部が設けられ、
　前記キャビネットには、前記略同形同大の一対のスピーカを逆にセットしようとした場
合に前記配線接続部に干渉する干渉部材が設けられていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャビネットに離間して取り付けられる略同形同大の一対のスピーカを備え
た遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にスロットマシン等の遊技機はスピーカを備えている（特許文献１参照）。この
スピーカは、設置スペース等の都合から、受け皿の背後や、スロットマシンのキャビネッ
トの上部に左右一対配置されることがある。
　このスピーカからは、遊技を演出するための各種演出音や、エラーなどを報知するため
の報知音が出力される。このように、スピーカからの音声は、遊技者の興趣を盛り上げた
り、遊技者に必要な情報を伝達するために重要な役割を果たす。
【０００３】
　このようなスピーカは、通常キャビネットの裏側から当該キャビネットの正面側に向け
て配置され、当該キャビネットの裏面に取り付けられる。スピーカには配線接続部が当該
スピーカから突出して設けられており、スピーカをキャビネットの裏面に取り付けた後、
配線接続部にハーネス（電源供給や信号通信に用いられる複数の電線を束にしたもの）を
接続するようにしている。
　一対のスピーカは、キャビネットの裏面の左右両側部に位置決めして取り付けられるが
、スピーカとしては略同形同大のものである。
【０００４】
　スピーカを位置決めして取り付けるスピーカ取付構造の一例として特許文献２に記載の
ものが知られている。このスピーカ取付構造では、スピーカを取り付けるべきパネルに穿
設された放音用透孔の縁部に、ガイド片と位置決片と固定具受部を設け、スピーカの縁部
を、ガイド片に案内させてその一端を位置決片に当接させるとともに、その他端を固定具
受部に装着した固定具で押さえてガイド片および位置決片に保持させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－４９５７号公報
【特許文献２】実願昭６３－１４１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、遊技機を組み立てる場合、上述したように、スピーカをキャビネットの裏面
に取り付けた後、配線接続部にハーネスを接続するようにしているので、スピーカ近傍に
、配線接続部にハーネスを接続するための接続作業領域を確保する必要がある。
　この場合、キャビネットに離間して取り付けられるスピーカのそれぞれの配線接続部を
、互いに対向するように、つまり、左側のスピーカの配線接続部を右側のスピーカ側に向
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けるとともに、右側のスピーカの配線接続部を左側のスピーカ側に向けるようにして、一
対のスピーカをキャビネットの裏面の左右両側部に取り付けることによって、前記接続作
業領域を確保することができる。対向する配線接続部間には比較的広いスペースを確保で
きるからである。
【０００７】
　しかし、一対のスピーカは、スピーカとしては略同形同大のものものであるため、誤っ
て作業者が配線接続部を逆向きにしてキャビネットの裏面に取り付けた場合、つまり、配
線接続部をキャビネットの左右側壁に近い側に向けて取り付けた場合、配線接続部と当該
側壁との間の隙間が狭いため前記接続作業領域を確保することができなかった。この場合
、スピーカを取付け直す必要があるため、組立作業が遅延化するなどの不具合が生じる。
【０００８】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたもので、作業者のスピーカの取付け間違いを防止
できる遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明の遊技機は、キャビネットに離間して取り付けられ
る略同形同大の一対のスピーカを備えた遊技機において、
　一方の前記スピーカの他方の前記スピーカに近い部位には、当該他方のスピーカ側に向
けて延びる配線接続部が設けられ、
　他方の前記スピーカの一方の前記スピーカに近い部位には、当該一方のスピーカ側に向
けて延びる配線接続部が設けられ、
　前記キャビネットには、前記略同形同大の一対のスピーカを逆にセットしようとした場
合に前記配線接続部に干渉する干渉部材が設けられていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明においては、キャビネットに干渉部材が設けられているので、略同形同大の一対
のスピーカのそれぞれの配線接続部を逆方向に向けてスピーカをセットしようとした場合
、当該配線接続部が干渉部材に干渉するため、配線接続部を逆方向に向けてスピーカをセ
ットすることができない。つまり、配線接続部が正しい向きに向いていないと、スピーカ
をセットすることができない。
　このため、作業者のスピーカの取付け間違いを確実に防止できる。
　また、前記配線接続部と逆側から這い回されて、配線接続部に接続されるハーネスを前
記干渉部材によって押えることによって、干渉部材をハーネス押えとしても利用できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、配線接続部が正しい向きに向いていないと、当該配線接続部に干渉部
材が干渉してスピーカをセットすることができないので、作業者のスピーカの取付け間違
いを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機を示すもので、その正面図である。
【図２】同、遊技機を示す斜視図である。
【図３】同、遊技機内に設けられる交換ユニットを上扉とともに示す断面図である。
【図４】同、遊技機の上扉を示す分解斜視図である。
【図５】同、遊技機の可動役物が移動する前の上扉を示す正面図である。
【図６】同、遊技機の可動役物が移動した後の上扉を示す正面図である。
【図７】同、遊技機の可動役物が移動する前の上扉の中枠を示す正面図である。
【図８】同、遊技機の可動役物が移動した後の上扉の中枠を示す正面図である。
【図９】同、遊技機の移動前の可動役物およびその移動機構を示す正面図である。
【図１０】同、遊技機の移動後の可動役物およびその移動機構を示す正面図である。
【図１１】同、遊技機の拡幅部材を有するとともに、レンズ部材等を取り除いてベース板
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を露出させた移動後の可動役物およびその移動機構を示す正面図である。
【図１２】同、遊技機の拡幅部材を有するとともに、レンズ部材を取り除いてＬＥＤ基板
を露出させた可動役物を示す正面図である。
【図１３】同、遊技機の拡幅部材を有するとともに、レンズ部材およびＬＥＤ基板を取り
除いて保護板を露出させた可動役物を示す正面図である。
【図１４】同、遊技機の拡幅部材を有するとともに、レンズ部材、ＬＥＤ基板および保護
板を取り除いてベース板を露出した可動役物を示す正面図である。
【図１５】同、遊技機の移動前の可動役物およびその移動機構を示す背面図である。
【図１６】同、遊技機の移動後の可動役物およびその移動機構を示す背面図である。
【図１７】同、遊技機の可動役物に繋がるフラットケーブルを示す斜視図である。
【図１８】同、遊技機の演出用の照明装置を示す斜視図である。
【図１９】同、遊技機の装飾カバーを取り外した演出用の照明装置を示す斜視図である。
【図２０】同、遊技機の演出用の照明装置を示す分解斜視図である。
【図２１】同、遊技機の装飾カバーを取り外した演出用の照明装置を示す正面図である。
【図２２】同、遊技機の装飾カバーを取り外した演出用の照明装置を示す側面図である。
【図２３】同、遊技機の演出用の照明装置の駆動機構を示す図であって、（ａ）は駆動機
構を示す要部側面図であり、（ｂ）は（ａ）の要部拡大図である。
【図２４】同、遊技機の比較対象となる遊技機の演出用の照明装置の駆動機構を示す図で
あって、（ａ）は駆動機構を示す要部側面図であり、（ｂ）は（ａ）の要部拡大図である
。
【図２５】図３におけるＸ円部の拡大図である。
【図２６】本発明に係る遊技機を構成する可動役物を示すもので、支持部材を示す斜視図
である。
【図２７】同、１枚のリール片を外した状態を示す正面図である。
【図２８】同、可動役物と支持部材の分解斜視図である。
【図２９】本発明に係る遊技機を構成する上扉を示すもので、当該上扉を裏側から視た斜
視図である。
【図３０】同、可動役物とその近傍の斜視図である。
【図３１】本発明に係る遊技機を構成する可動役物の断面図である。
【図３２】本発明に係る遊技機を構成する上扉を示すもので、当該上扉を裏側から視た斜
視図である。
【図３３】同、上扉の分解斜視図である。
【図３４】本発明に係る遊技機を構成するカバー部材を押える押え部材の斜視図である。
【図３５】本発明に係る遊技機を構成する上扉を示すもので、カバー部材を取り付けてい
ない状態を示す上扉の背面図である。
【図３６】同、カバー部材を取り付けた状態を示す上扉の背面図である。
【図３７】同、押え部材を取り付けた状態を示す上扉の背面図である。
【図３８】同、上扉の平断面図である。
【図３９】同、上扉の側断面図である。
【図４０】本発明に係る遊技機を構成する中枠を示す斜視図である。
【図４１】本発明に係る遊技機を構成するリフレクタを示す斜視図である。
【図４２】本発明に係る遊技機を構成する中枠の分解斜視図である。
【図４３】同、中枠の側断面図である。
【図４４】同、中枠のリフレクタ近傍を拡大して示す側断面図である。
【図４５】本発明に係る遊技機を構成する外枠を示すもので、その斜視図である。
【図４６】同、外枠の分解斜視図である。
【図４７】同、外枠の要部を示す一部破断した背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態は本発明を
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遊技機の一つであるスロットマシンに適用した場合を例にとって説明するが、本発明はス
ロットマシンに限ることなく、パチンコ等の遊技機に適用してもよい。
【００１４】
　まず、発明が適用されるスロットマシンＭの概略構成について説明する。
　図１および図２はスロットマシンＭを示す正面図および斜視図である。このスロットマ
シンＭは、筐体１（図２に図示）を備えており、この筐体１は、底板、左右の側板、天板
および背板を備え、当該筐体１の正面側に開口する正面開口部を有する箱形に形成されて
いる。なお、底板の上面には、各部品に電力を供給するための電源装置（図示略）を内蔵
した電源ユニット等が設けられている。
【００１５】
　また、前記筐体１の左右の側板には、筐体１の高さ方向略中央で水平となるように中板
（図示略）が設けられており、この中板によって筐体１内は上下に分割されている。した
がって、筐体１の前記正面開口部は、その上部を開口する開口上部とその下部を開口する
開口下部との２つに区画されている。
　筐体１の正面には、筐体１の正面開口部を開閉可能に閉塞する前扉３が設けられており
、この前扉３は、前記開口上部を開閉可能に閉塞する上扉３０と、前記開口下部を開閉可
能に閉塞する下扉４０とを備えている。
【００１６】
　前記筐体１内には前記中板の上面に、交換ユニット２が着脱可能に設けられている。こ
の交換ユニット２は、図３に示すように、略直方体状に組まれた金属枠である枠体２１と
、枠体２１に支持されたリールユニット２２と、枠体２１に固定された基板ユニット（図
示略）とを備えている。
　リールユニット２２は、枠体２１に設けられた３個のステッピングモータ（図示略）と
、各々のステッピングモータの出力軸に固定された３個の回転リール２３とを備えている
。また、基板ユニットは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等の電子部品を備えた基板を
、基板ケースに収納したものである。そして、基板ユニットは、スロットマシンＭの遊技
を制御するための遊技制御装置として機能する。
【００１７】
　図４に示すように、前記上扉３０は、外枠（キャビネット上ユニット）３０ｂに中枠（
バリア上ユニット）３０ａを嵌め込んで構成されている。
　上扉３０にはその一方の縦方向の側縁部に上扉側蝶番（図示略）が設けられている。一
方、前記交換ユニット２の枠体２１には枠体側蝶番（図示略）が設けられており、この枠
体側蝶番に前記上扉側蝶番を係合させることによって、上扉３０は、交換ユニット２の枠
体２１に回動自在に取り付けられている。なお、上扉３０は、筐体１の側板に取り付ける
ように形成してもよい。
【００１８】
　また、上扉３０は、略中央部に回転リール２３の図柄を正面から見ることができる図柄
表示窓３１を備えている。図柄表示窓３１は、各回転リール２３の図柄が３個ずつ表示可
能に形成されている。
　図柄表示窓３１の上方には、中枠３０ａに設けられるとともに液晶表示装置で構成され
た画像表示部３４（図４に図示）を正面から見ることができる画像表示窓３７が設けられ
ている。この画像表示部３４は、各当選役の図柄配列や遊技履歴等の情報の画像や、遊技
の状態や当選役の抽選結果を報知する画像等を表示するためのものである。また、上扉３
０の上部の左右には、種々のサウンドを出力するためのスピーカ３５，３６（図４６参照
）を覆うスピーカーカバー７１３，７１３が画像表示部３４を覆うように画像表示窓３７
に嵌め込まれた透明なカバー部材５００を挟んで設けられている。また図１に示すように
、カバー部材５００の周囲には、報知などを行うためのランプ３３が設けられている。
【００１９】
　下扉４０は筐体１の開口下部を開閉可能に閉塞するための扉である。下扉４０は、外枠
４６に図示しない中枠を嵌め込んで構成されている。
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　下扉４０の一方の縦方向の側縁部に下扉側蝶番（図示略）が設けられている。そして、
この下扉側蝶番を、筐体１の一方の側板に設けられた筐体側蝶番（図示略）と係合させる
ことで、下扉４０は、筐体１の一方の側板に回動自在に取り付けられている。また、上扉
３０の下端部には、下扉４０の前面より後方側で下扉４０の上端より下側に突出する係合
部が設けられ、下扉４０が閉じた状態で、上扉３０を開放することができない構造になっ
ている。
【００２０】
　また、下扉４０の上部には、図１および図２に示すように、スロットマシンＭを操作す
るための操作部５０が設けられている。操作部５０には、クレジットされたメダルを払い
出すための精算スイッチ５２、ゲームを開始させるためのスタートスイッチ５３、回転リ
ール２３の回転を停止させるためのストップスイッチ５４が設けられている。
　また、下扉４０の上部右側には、メダルを投入するためのメダル投入口４２が設けられ
ている。また、下扉４０の下部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメ
ダル払い出し口４１と、メダル払い出し口４１から排出されたメダルを溜めておくための
メダル受け皿４３とが形成されている。また、操作部５０とメダル受け皿４３との間には
透明の前パネル４５が取り付けられている。
【００２１】
　次に、この実施の形態の遊技機の可動役物１００，１０１およびその移動機構１１０，
１１１について説明する。
　図４に示すように、上扉３０の外枠３０ｂの内部に嵌め込まれる中枠３０ａの正面側に
可動役物１００，１０１およびその移動機構１１０，１１１が設けられている。
【００２２】
　可動役物１００，１０１は、通常時に、上扉３０の外枠３０ｂに設けられ、液晶表示装
置からなる画像表示部３４を視認可能とする画像表示窓３７から視認できないように、外
枠３０ｂの画像表示窓３７より左側の側部１３７の背面側と、画像表示窓３７より右側の
側部１３８の背面側とに隠れた状態となっている。ここで、外枠３０ｂは、移動する可動
役物１００，１０１を遊技者から視認可能とする窓である画像表示窓３７を備える窓枠と
なっている。
【００２３】
　すなわち、図５に示すように、可動役物１００，１０１が見えない状態となっており、
この状態では、可動役物１００，１０１は、図７に示すように中枠３０ａの画像表示部３
４が配置される開口部６２０の左右の側部１０３，１０４にそれぞれ左右の移動機構１１
０，１１１を介して支持されている。
【００２４】
　この状態から、左の可動役物１００が右側に移動し、右の可動役物１０１が左側に移動
することにより、左右の可動役物１００，１０１が、画像表示窓３７の中央側に移動し、
図６および図８に示すように、画像表示窓３７から可動役物１００，１０１が視認可能に
なる。この際には、左右の可動役物１００，１０１が画像表示部３４の前に互いに近接し
て配置されることになり、画像表示部３４の表示が見難い状態となるが、それにより可動
役物１００，１０１の演出が際だつことになる。
【００２５】
　可動役物１００，１０１およびその移動機構１１０，１１１は、上述のように可動役物
１００を画像表示窓３７に対して隠れた位置から視認可能な位置へ左右方向に移動可能と
するとともに再び隠れた位置に戻るように移動可能としている。すなわち、移動機構１１
０，１１１は、可動役物１００，１０１を左右に往復移動可能とするものであり、図５お
よび図７に示すように移動前の上扉３０の画像表示窓３７から隠れた位置にある原点から
、図６および図８に示すように、画像表示窓３７の左右の中央より少し原点側の最終移動
位置まで可動役物１００，１０１が移動可能になっている。
【００２６】
　ここで、左右の可動役物１００，１０１と、これら左右の可動役物１００，１０１をそ
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れぞれ移動させる左右の移動機構１１０，１１１は、構造上左右が逆になっている以外は
、基本的に同様の構造を有するものであり、この実施の形態では、左側の可動役物１００
および移動機構１１０について説明し、右側の可動役物１０１および移動機構１１１の説
明を省略する。なお、左右の可動役物１００，１０１は、表面に描かれる漢字が左右で異
なるものとなっているが、可動役物１００，１０１の移動機構１１０，１１１の一部とし
ての構造部分は、略同様の構造で左右が逆になった構造となっている。
【００２７】
　図９から図１４に示すように、可動役物１００は、最も背面側に配置されるベース板１
０５と、最も正面側に配置され、上述の漢字が彫られた形状のレンズ部材１０６と、レン
ズ部材１０６の背面側で、ベース板１０５より正面側に配置されたＬＥＤ基板１２２（図
１２）と、レンズ部材１０６とＬＥＤ基板１２２との間に配置されるインナーレンズ部材
（図示略）と、ＬＥＤ基板１２２とベース板１０５との間に配置された保護板１２１（図
１３に図示）とを備える。また、ベース板１０５の正面側には、後述の拡幅部材１１７を
付勢する付勢手段としてのばねであるねじりばね１１９（図１１，図１４に図示、なお、
図１４には、圧縮状態と伸長状態のばねが図示されている）が配置されている。この場合
に、金属製（導体）であるねじりばね１１９がＬＥＤ基板１２２の背面に接触すると、Ｌ
ＥＤ基板１２２に損傷が生じたり、配線のショート等の電気的な悪影響が生じたりする虞
がある。
　そこで、ＬＥＤ基板１２２と、ねじりばね１１９との間には、保護板１２１が配置され
、ねじりばね１１９が直接、ＬＥＤ基板１２２に接触しないようになっている。
【００２８】
　また、ベース板１０５の正面側には、拡幅部材１１７を左右方向にガイドするガイド部
材としての左右に２個ずつ並んだ２列のボス１１８が設けられている。また、ベース板１
０５には、ねじりばね１１９の一方の端部が係止されるばね係止部１２３が設けられ、拡
幅部材１１７には、ねじりばね１１９の他方の端部の係止部１２４が設けられている。
【００２９】
　拡幅部材１１７は、可動役物１００の移動に対応して出没するものであり、可動役物１
００が画像表示窓３７から視認できるように移動した際に、その移動方向と逆側に移動し
て突出するようになっている。また、可動役物１００が画像表示窓３７から視認できない
状態に戻る際に、拡幅部材１１７がベース部１１３の図１１中の左側縁部に設けられた当
接板１２５（所定位置の可動役物１００に隣り合う部材）に当たり、可動役物１００が移
動前の原点位置（所定位置）に戻る間に拡幅部材１１が当接板１２５により押し戻されて
可動役物１００に収容された状態になる。当接板１２５は、ベース部１１３において、可
動役物１００に対して、上述の所定方向の反対方向側の側縁部に設けられる。
【００３０】
　この拡幅部材１１７は、可動役物１００が原点位置から最も離れた所定位置まで移動す
る際に、移動機構１１０の後述の中間部材１１５が可動役物１００の背面から移動方向反
対側に露出した際に、この中間部材１１５が遊技者から画像表示窓３７を介して見えてし
まうのを防止するものである。
【００３１】
　拡幅部材１１７には、上下２列の水平なスリット部１２０が設けられ、このスリット部
１２０が前記ベース板１０５のボス１１８に左右に移動自在に嵌合している。これにより
拡幅部材１１７は、ボス１１８により、可動役物１００のベース板１０５に所定方向とし
ての左右方向に移動自在に支持されている。また、ベース板１０５のボス１１８が拡幅部
材１１７のスリット部１２０に嵌合した状態で、ベース板１０５に上述の保護板１２１が
取り付けられ、保護板１２１とＬＥＤ基板１２２により拡幅部材１１７がベース板１０５
から外れるのが防止されている。
【００３２】
　拡幅部材１１７は、スリット部１２０内のボス１１８の移動可能範囲内で可動役物１０
０から原点側に突出した状態となっているが、上述のように可動役物１００が原点位置に
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ある場合には、当接板１２５に押えられて可動役物１００に収容されている。したがって
、拡幅部材１１７を可動役物１００の一部と考えた場合に、可動役物１０１が上扉３０の
側部１３７に隠れた状態では、可動役物１００に拡幅部材１１７が収容された状態となっ
て、拡幅部材１１７を含む可動役物１００の幅が上扉３０の側部１３７より狭くなり、側
部１３７に隠れることが可能な左右幅となっている。
【００３３】
　それに対して、可動役物１００が画像表示窓３７側に移動した際には、拡幅部材１１７
が可動役物１００の移動方向逆側に突出することにより、拡幅部材１１７を含む可動役物
１００の幅が広くなる。したがって、上扉３０の側部１３７の左右幅が狭くとも拡幅部材
１１７を含む大きな可動役物１００を遊技者に見せることが可能になる。また、上述のよ
うに移動機構１１０の中間部材１１５を隠すことが可能になる。
【００３４】
　移動機構１１０は、中枠３０ａの左側部１０３に固定されるベース部１１３と、ベース
部１１３に対して所定方向としての左右方向に移動自在に支持された中間部材１１５とを
備え、この中間部材１１５に可動役物１００が左右方向に移動自在に支持されている。
【００３５】
　図４、図１５および図１６に示すように、前記ベース部１１３は、中枠３０ａの側部１
０３に固定される。ベース部１１３には、中間部材１１５を左右方向に移動自在に支持す
るための略水平な固定側レール１３１と、この固定側レール１３１の上側に隣接して歯が
上を向いた状態で水平に延在する固定ラック１３５とを備える。
【００３６】
　また、前記ベース部１１３は、中間部材１１５を左右方向に移動させるための回転アー
ム１３２と、回転アーム１３２を回転させるモータ（駆動源）１３３と、モータ１３３の
回転軸に設けられる駆動歯車（図示略）と、２段歯車機構を構成するための駆動歯車に噛
み合う大歯車１４１と、大歯車１４１と一体に回転する小歯車１４２と、小歯車１４２に
噛み合うとともに、回転アーム１３２と一体に成形されて、回転アーム１３２の回転中心
を回転中心とする扇型歯車（セクタギヤ）１４３とを備える。
【００３７】
　これら歯車１４１，１４２，１４３等により、モータ１３３の回転に基づいて所定角度
範囲内で回転アーム１３２が左右に移動する。すなわち、回転アーム１３２は、図１５に
示す状態と図１６に示す状態との間となる角度範囲で、モータ１３３に駆動されて回転移
動する。
【００３８】
　前記回転アーム１３２は、基端部側に回転中心を備え、回転中心から一方向に延びるア
ームであり、回転中心を中心とする扇型歯車１４３を備えるとともに、アーム先端側にア
ームの軸方向に沿う長孔１４５が形成されている。
【００３９】
　前記中間部材１１５には、ベース部１１３の固定側レール１３１に左右に移動自在に嵌
合する第１ガイド部１５１と、前記回転アーム１３２の長孔１４５に挿入されるピン１５
２と、５つの歯車１６１，１６２，１６３，１６４，１６５からなる歯車群１６６と、後
述する可動役物１００のベース板１０５に設けられた可動側レール１７１に左右に移動自
在に嵌合する第２ガイド部１５３とを備える。
【００４０】
　中間部材１１５は、前記第１ガイド部１５１がベース部１１３に左右に移動自在に嵌合
していることにより、ベース部１１３に対して左右に移動自在に支持されている。また、
中間部材１１５は、ピン１５２が回転アーム１３２の先端部の長孔１４５に挿入されてい
ることで、回転アーム１３２先端部の左右への回転移動に対応してピン１５２が固定され
た中間部材１１５を左右方向に移動させるようになっている。
【００４１】
　また、歯車群１６６の最も右側の歯車（固定側歯車）１６１は、固定ラック１３５に噛
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み合うピニオンである。回転アーム１３２により中間部材１１５が左右に移動した際に、
固定ラック１３５に噛み合った歯車１６１が左右に移動することにより、歯車１６１は回
転させられる。
【００４２】
　この固定ラック１３５に噛み合う正面から見て左端の歯車１６１の回転は、アイドルギ
ヤとしての３つの歯車１６２，１６３，１６４を介して正面から見て右端の歯車（移動側
歯車）１６５に伝動される。右端の歯車１６５は、後述の可動役物１００の移動ラック１
７２と噛み合っており、右端の歯車１６５が回転すると、移動ラック１７２が左右方向に
移動する。なお、図１５および図１６は、可動役物１００および移動機構１１０の背面図
であり、左右が逆になっている。また、以後の説明において、可動役物１００や移動機構
１１０の左右は、可動役物１００や移動機構１１０を正面から見た場合の左右である。
【００４３】
　前記可動役物のベース板１０５の背面には、左右方向に延在する可動側レール１７１と
、可動側レール１７１に沿って延在するとともに歯を下に向けた移動ラック１７２とが備
えられている。可動役物１００は、中間部材１１５の第２ガイド部１５３に可動側レール
１７１が移動自在に嵌合することにより、中間部材１１５に左右に移動自在に支持されて
いる。また、ベース部１１３の固定ラック１３５に対して中間部材１１５が左右に移動す
ることにより、固定ラック１３５に噛み合うピニオンとしての歯車１６１が回転した場合
に、この回転が移動ラック１７２に噛み合うピニオンとしての歯車１６５に伝動されて歯
車１６５が回転する。この歯車１６５の回転により、移動ラック１７２が可動役物１００
とともに左右に移動する。
【００４４】
　すなわち、中間部材１１５の左右への直線運動が固定側歯車１６１の回転運動に変換さ
れ、この回転運動が歯車群１６６のアイドルギヤとしての３つの歯車１６２，１６３，１
６４を介して左端の歯車１６５に伝動される。この歯車１６５の回転は、移動ラック１７
２に伝動されることで直線運動に変換され、移動ラック１７２を備える可動役物１００を
左右に移動させることになる。なお、上述のように右側の可動役物１０１およびその移動
機構１１１は、左側の可動役物１００およびその移動機構１１０の構造を左右逆にした構
造を有するものである。
【００４５】
　図１７に示すのは、可動役物１００に接続されるフラットケーブル１８５であり、この
フラットケーブル１８５は、例えばＬＥＤ基板１２２の各ＬＥＤに電力を供給する。した
がって、フラットケーブル１８５の一端部は、ＬＥＤ基板１２２に接続され、他端部は中
枠３０ａの図示しない制御基板または中継基板に接続されている。
【００４６】
　図示されたフラットケーブル１８５は、可動役物１００が原点位置にある場合のもので
あり、このフラットケーブル１８５は、２箇所で水平面に沿った状態でＵ字状に曲げられ
るとともに、これら２箇所のＵ字状部分の間で垂直面に沿った状態でＵ字状に曲げられて
いる。
【００４７】
　この状態から可動役物１００が移動すると、フラットケーブル１８５が図中斜め右下方
向に引っ張られることにより、フラットケーブル１８５の水平面に沿ってＵ字状にされた
２箇所が斜め右下方向に移動する。可動役物１００が戻る場合には、フラットケーブル１
８５の水平面に沿ってＵ字状にされた２箇所が斜め左上方向に移動する。
【００４８】
　この際に、フラットケーブル１８５の撓み方や折れ曲がり方に異常が発生すると、一方
のＵ字状の部分が中枠３０ａの左端から外枠３０ｂ側に延びてしまう虞がある。その場合
に、フラットケーブル１８５が３０ｂ側の部材に引っ掛かるなどして、フラットケーブル
１８５が傷ついたり、フラットケーブル１８５が引っ掛かることにより、可動役物１００
の移動が妨げられたりする虞がある。
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【００４９】
　そこで、この実施の形態の遊技機では、中枠３０ａに、フラットケーブル１８５の水平
面に対してＵ字状に曲がる部分に対向して、接触防止片１８６が設けられている。したが
って、フラットケーブル１８５のＵ字状に曲げられた部分が常時より外枠３０ｂ側に延び
るような場合に、フラットケーブル１８５が接触防止片１８６に当たる。この場合に、フ
ラットケーブル１８５のさらなる外枠側への移動が遮られ、上述のような問題が発生する
のを防止できる。また、スロットマシンＭの外装には、金属メッキが用いられる場合が多
く、フラットケーブル１８５が外枠の金属メッキ部分に近づきすぎると、電気的不具合が
発生する虞があるが、接触防止片１８６により、フラットケーブル１８５の移動を規制す
ることにより、このような電気的不具合の発生を防止できる。
【００５０】
　このような可動役物１００およびその移動機構１１０の動作を説明する。なお、ここで
も左側の可動役物１００およびその移動機構１１０を例に取って説明するが、右側の可動
役物１０１およびその移動機構１１１は、左右が逆になる以外は、左側の可動役物１００
およびその移動機構１１０と同様に動作するとともに、同様の作用効果を奏する。
【００５１】
　通常時、すなわち、可動役物１００が原点位置で上扉３０の外枠３０ｂの側部１３７に
隠れている状態では、ベース部１１３の回転アーム１３２が正面から見て斜め左上を向き
（図１５に図示：但し背面図）、ベース部１１３に対して中間部材１１５が最も左側にあ
る状態となる。この場合に、移動機構１１０のベース部１１３と中間部材１１５は、可動
役物１００の背面側に重なった状態となっている。また、拡幅部材１１７は、可動役物１
００内に収容された状態となっている。
【００５２】
　この状態からモータを作動させて回転アーム１３２を斜め左上から斜め右上に移動する
と、回転アーム１３２の長孔１４５に挿入された中間部材１１５のピン１５２が左から右
に移動する。この際には、ベース部１１３の固定側レール１３１に左右に移動自在に嵌合
している中間部材１１５の第１ガイド部１５１により、固定側レール１３１に沿って、中
間部材１１５が移動開始する。
【００５３】
　この場合に、ベース部１１３の固定ラック１３５に噛み合っている左端の歯車１６１が
固定ラック１３５に対して中間部材１１５と一体に移動することで、歯車１６１が回転す
る。この際に、歯車１６１は、固定ラック１３５の左端から右端に移動する。
【００５４】
　歯車１６１の回転は、３つのアイドルギヤとしての歯車１６２，１６３，１６４により
伝動されて中間部材１１５の右端の歯車１６５が回転する。歯車１６５は、可動役物１０
０のベース板１０５の背面に設けられた移動ラック１７２に噛み合っており、移動ラック
１７２を右側に移動させる。
【００５５】
　また、可動役物１００は、ベース板１０５の背面の可動側レール１７１が中間部材１１
５の第２ガイド部１５３に左右方向に移動自在に嵌合しており、移動ラック１７２ととも
に、右側に移動する。
【００５６】
　この際に、可動役物１００は、回転アーム１３２によるベース部１１３に対する中間部
材１１５の移動の際の移動量に、歯車１６５の回転による移動ラック１７２の移動に基づ
く、中間部材１１５に対する可動役物１００の移動の際の移動量を加えた移動量だけ移動
する。したがって、固定ラック１３５と移動ラック１７２との形状が同じで、歯車群１６
６におけるギヤ比が１ならば、ベース部１１３に対する中間部材１１５の移動量と、中間
部材１１５に対する可動役物１００の移動量とが同じになり、回転アーム１３２だけの場
合の移動量に対して移動量が２倍になる。なお、例えば、ラック１３５，１７２や歯車群
１６６のギヤ比を変えることにより、移動量を２倍以下にしたり２倍以上にしたりするこ
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とが可能である。
【００５７】
　また、可動役物１００が右側に移動することにより、可動役物１００が当接板１２５か
ら離れる。この際に、可動役物１００からねじりばね１１９に付勢されている拡幅部材１
１７が可動役物１００の移動方向と逆方向に移動する。これにより可動役物１００の幅が
左側に拡がり、可動役物１００の左側に配置される移動機構１１０の中間部材１１５が隠
されることになる。
【００５８】
　なお、画像表示窓３７の左右幅が、上扉３０の外枠３０ｂの側部１３７の２倍より広い
と、左の側部１３７に隠すことが可能な最大幅の可動役物１００を画像表示窓３７の左右
の中心近傍まで移動する場合に、可動役物１００の左側縁が画像表示窓３７の左側縁から
離れ、可動役物１００を移動させる移動機構１１０の一部が画像表示窓３７から露出する
ことになり、上述の拡幅部材１１７が必要となる。すなわち、可動役物１００が画像表示
窓３７を備える外枠３０ｂから画像表示窓３７内に移動することにより、外枠３０ｂの画
像表示窓３７側の内側縁から可動役物１００が離れた際に、外枠３０ｂと可動役物１００
との間に露出する移動機構１１０の一部が拡幅部材１１７により隠され、移動機構１１０
が遊技者に見られてしまうのを防止できる。
【００５９】
　そして、回転アーム１３２がその所定の回転移動範囲の最も右側に移動することにより
、可動役物１００の右側縁部が画像表示窓３７の左右の中央の近傍に至る設定となってい
る。
【００６０】
　次に、移動した可動役物１００を元に戻す際には、回転アーム１３２がその移動範囲の
最も右側から左側に移動する。この場合には、回転アーム１３２の移動に伴って、中間部
材１１５が右から左に移動開始する。
【００６１】
　この際に、中間部材１１５の歯車群１１６の最も左側の歯車１６１がベース部１１３の
固定ラック１３５に噛み合った状態で固定ラック１３５の右端部から左端部に向かって移
動する。この際に歯車１６１と固定ラック１３５とにより、回転アーム１３２による中間
部材１１５の直線運動が歯車１６１の回転運動に変換される。
【００６２】
　この歯車１６１の回転運動は、歯車群１６６内で伝動され、最も右端の歯車１６５まで
伝動される。最も右側の歯車１６５は、可動役物１００の背面の移動ラック１７２の左端
部に噛み合っており、歯車１６５の回転により移動ラック１７２が左側に移動し、可動役
物１００が左側に移動する。
【００６３】
　これにより可動役物１００の往復動の往路の場合と同様に、復路においても、可動役物
１００は、ベース部１１３に対する中間部材１１５の移動量に、中間部材１１５に対する
可動役物１００の移動量を加えた移動量で移動することになる。したがって、復路におい
ては、往路の開始位置（原点位置）まで、可動役物１００を戻すことが可能になる。
【００６４】
　上述のように移動する可動役物１００には、上述のフラットケーブル１８５が接続され
ている。
　このフラットケーブル１８５は、可動役物１００の移動の往路において、移動する可動
役物１００に引っ張られるのに対して、復路では、フラットケーブル１８５が押し戻され
る状態となる。この際にフラットケーブル１８５がフレキシブルな状態なので、折れ曲が
り方が変わってしまった場合に、フラットケーブル１８５の湾曲部が元の場合より上扉３
０の外枠３０ｂ方向に延びてしまう虞があるが、そのような場合に、フラットケーブル１
８５が接触防止片１８６に当たり、フラットケーブル１８５が、外枠３０ｂの部材に接触
して傷ついたり、引っ掛かったりするのを防止できる。
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【００６５】
　次に、このスロットマシンＭの上扉３０（外枠３０ｂ）の正面の右側部１３８側に設け
られるサーチライトを模した演出用の照明装置２０１，２０２について説明する。
　図１、図２、図４、図５、図６等に示すように、演出のためのランプ３３の一部として
、上扉３０の右側の側部１３８に、上下に３つ並んで照明装置２０１，２０２が設けられ
ている。
【００６６】
　照明装置２０１，２０２には、２種類あり、サイズが大きい照明装置２０１と、この大
きい照明装置２０２に対して、一回り小さな照明装置２０２とがあり、大きい照明装置２
０１の下に小さな照明装置２０２が上下に２個配置されている。これら照明装置２０１と
照明装置２０２は、大きさを除いて同様の構成を有するものであり、以下の説明では大き
い照明装置２０１について説明し、小さい照明装置２０２の説明を省略する。
【００６７】
　照明装置２０１は、図１８～図２３、特に、図２０に示すように、シャッタ機構２１１
を開閉する駆動機構２７１を有するとともに、照明装置２０１の光源となるＬＥＤ基板２
３１を備えるベース部２３０と、ベース部２３０のＬＥＤ基板２３１上を覆う透光性のレ
ンズ部材２３２とを有する。
【００６８】
　また、照明装置２０１は、シャッタ機構２１１の後述の遮蔽部材２１２～２１７の軸部
２１８，２１９を受ける軸保持板部（軸保持部）２４２および軸保持筒部２４３を有する
筒状基部２４１と、筒状基部２４１の軸保持板部２４２および軸保持筒部２４３と合わせ
て軸受部２５２，２５３（図１９に図示）の主要部を構成する軸受構成部２５４、２５５
を有する軸受筒部材２５６とを備える。
【００６９】
　さらに照明装置２０１は、上述の駆動機構２７１の一部として、シャッタ機構２１１の
遮蔽部材２１２～２１７に直線運動を伝達する直動部材２７２を備える。また、照明装置
２０１は、主に前側を覆うカバーとして機能するとともに、ＬＥＤ基板２３１のＬＥＤの
光を透光する透光板２６２を有する装飾カバー２６１を備える。
【００７０】
　ベース部２３０は、略鉛直方向に沿って配置されるＬＥＤ基板２３１の背面側に複数の
ボス２３３が設けられ、このボスを介して上扉３０の側部１３８の正面側にねじ止めされ
るようになっている。また、ＬＥＤ基板２３１の背面側に駆動機構２７１が設けられてい
る。ＬＥＤ基板２３１の正面側には、ＬＥＤ基板２３１のＬＥＤの光の方向の変更や光の
拡散や光の集光等を行うための略円板状のレンズ部材２３２が配置されている。
【００７１】
　レンズ部材２３２が取り付けられた状態のベース部２３０の正面側には、筒状基部２４
１が取り付けられる。この筒状基部２４１は、軸方向に短い略円筒状の部材であり、その
背面寄りの部分の内側に上述の円板状のレンズ部材２３２が入り込んだ状態になっている
。すなわち、筒状基部２４１は、ＬＥＤ基板２３１に搭載されたＬＥＤの周囲を囲む円筒
状の部材であり、筒状基部２４１の内部で、ＬＥＤ基板２３１のＬＥＤより前側にレンズ
部材２３２が配置される。筒状基部２４１内をＬＥＤの光が通過する。
【００７２】
　筒状基部２４１の略円筒状の本体の右側には、軸保持板部２４２が右に向かって延出し
ている。この軸保持板部２４２は、板状の部材であるが、遮蔽部材２１２～２１７の右側
の軸部２１８を回転自在に保持する軸受部２５２の一部として機能する。軸保持板部２４
２の筒状基部２４１側（基端側）は、筒状基部２４１の円筒形状に対応して略円弧状とさ
れ、先端側は、中央部分が長く突出しているのに対して端側が短くなっており、略凸字状
の形状となっている。すなわち、後述のように短い上下の端側の遮蔽部材２１２，２１７
に対応する部分が短く、これら上下の端側の遮蔽部材２１２，２１７を除く４本の遮蔽部
材２１３～２１６を保持する部分が長くなっている。
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【００７３】
　また、略円筒状の筒状基部２４１の左側の正面側の端面が軸保持筒部２４３になってい
る。この軸保持筒部２４３は、遮蔽部材２１２～２１７の左側の軸部２１９を回転自在に
保持する軸受部２５３の一部として機能する。
【００７４】
　筒状基部２４１の正面側には、シャッタ機構２１１が配置されている。シャッタ機構２
１１は、上下６つの遮蔽部材２１２～２１７により構成されている。各遮蔽部材２１２～
２１７の本体は、こられを合わせると略円板状になる板体となっている。すなわち、各遮
蔽部材２１２～２１７は、鉛直方向に面方向を沿わせた円板を水平方向の線分で略均等な
上下幅に切断した際の、各切断部分に対応する形状を有する。
【００７５】
　すなわち、一番上の遮蔽部材２１２の本体は、上側縁が円弧状にされ下側縁が直線状で
、一番下の遮蔽部材２１７は、一番上の遮蔽部材２１２の上下を逆にした形状である。ま
た、２番目および３番目の遮蔽部材２１３，２１４は、上下側縁が水平な直線状で左右側
縁が下に行くほど幅が広くなる円弧状になっている。また、４番目および５番目の遮蔽部
材２１５，２１６は、２番目および３番目の遮蔽部材２１３，２１４を上下逆にしたもの
である。また、各遮蔽部材２１２～２１７の長さ（左右方向の長さ）は、最も上の遮蔽部
材２１２と最も下の遮蔽部材２１７が最も短く、上下の略中央に配置される上から３番目
の遮蔽部材２１４と、下から３番目の遮蔽部材２１５が最も長く、上から２番目および下
から２番目の遮蔽部材２１３，２１６が上述の遮蔽部材２１２，２１７と、遮蔽部材２１
４，２１５との間の長さになる。
【００７６】
　各遮蔽部材２１２～２１７の右端部には、本体から水平方向に沿って右に延出する軸部
２１８が設けられている。また、遮蔽部材２１２～２１７の左端部には、本体から水平方
向に沿って左に延出する軸部２１９が設けられている。軸部２１８の端部には、クランク
部（偏心軸部）２２０が設けられている。クランク部２２０は、軸部２１８の先端部（右
側の端部）から軸部２１８の軸方向に直交する方向に延出する板状の延出部２２１と、こ
の延出部２２１を介して軸部２１８の先端部に接続され、かつ、軸部２１８の軸方向に沿
うとともに軸部２１８に対して延出部２２１の延出方向に偏心している偏心軸２２２とを
備える。
【００７７】
　延出部２２１は、軸部２１８の径よりも幅、長さとも長く、軸部２１８の外周からフラ
ンジ状に突出するとともに、軸部２１８の軸方向に直交する一方向に延出している。した
がって、延出部２２１は、軸受部２５２の先端側の端面に当接可能になっている。なお、
後述のように軸受部２５２の一部を構成する軸受構成部２５４の先端側の端面にだけ接触
可能であり、軸受構成部２５４とともに、軸受部２５２を構成する軸保持板部２４２の先
端側の端面には、接触しないようになっている。この延出部２２１が軸受部２５２の軸受
構成部２５４の端面に当接することにより、延出部２２１が軸部２１８の軸受部２５２に
対する抜け止めとして機能する。
【００７８】
　偏心軸２２２は、軸部２１８と略同様の径を有するとともに、軸部２１８の軸心に対し
て偏心軸２２２の軸心が偏心軸２２２の径と略同じ長さ程度ずれている。
　この偏心軸２２２を軸受筒部材２５６の軸方向に平行な方向に円弧移動させることによ
り、遮蔽部材２１２～２１７を略９０度回転させるようになっている。これにより、遮蔽
部材２１２～２１７は、鉛直方向に沿って配置されて、照明装置２０１の光を遮光する閉
状態と、水平方向に沿って配置されて、照明装置２０１の光を透光する開状態とに変動可
能になっている。
【００７９】
　遮蔽部材２１２～２１７の左側の軸部２１９の端部には、軸部２１９より径の大きな大
径部２２３が設けられている。この大径部２２３が左側の軸受部２５３の軸受構成部２５
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５の先端側の端面に当接可能となっており、大径部２２３が軸部２１９の軸受部２５３に
対する抜け止めとして機能する。
【００８０】
　軸受筒部材２５６は、筒状基部２４１と略同径の軸方向に短い略円筒状の部材であり、
本体の背面の右側に上述の軸受構成部２５４を６つの遮蔽部材２１２～２１７に対応して
６つ備えるとともに、本体の背面の左側に上述の軸受構成部２５５を６つ備える。
　これら軸受構成部２５４，２５５は、本体の背面側端部から右または左に略水平に延出
し、各軸受構成部２５４，２５５は、上下に６つずつ並んだ状態に設けられている。
【００８１】
　また、軸受筒部材２５６の背面側の端面は、軸受構成部２５４，２５５の部分で円弧状
に凹部が形成されている。また、各軸受構成部２５４，２５５は、断面略半円状に形成さ
れており、軸部２１８または軸部２１９を回転自在に保持するようになっている。なお、
各軸受構成部２５４、２５５の内径は、軸部２１８，２１９の外径より少し大きく、軸部
２１８，２１９が余裕を持って回転自在に保持されている。
【００８２】
　筒状基部２４１の正面に遮蔽部材２１２～２１７を上下に並べて配置した状態で、筒状
基部２４１の正面側に軸受筒部材２５６を配置して、筒状基部２４１に取り付けることに
より、遮蔽部材２１２～２１７の左右の軸部２１８、２１９が、軸受構成部２５４，２５
５と、軸保持板部２４２または軸保持筒部２４３とからなる軸受部２５２，２５３に保持
された状態となる。
【００８３】
　この際に上述のように左側の軸受部２５３に対して左側の軸部２１９の端部の大径部２
２３が左の軸部２１９の抜け止めとして機能し、右側の軸受部２５２に対して右側の軸部
２１８の延出部２２１が右の軸部２１８の抜け止めとして機能する。したがって、左の軸
受部２５３の端面に大径部２２３が接触した状態か、もしくは、右の軸受部２５２の端面
に延出部２２１が接触した状態で、遮蔽部材２１２～２１７が回転する状態となる可能性
が高い。
【００８４】
　この場合に左の軸受部２５３では、軸受構成部２５５が軸受筒部材２５６の円筒状の本
体から左方向に突出しているのに対して、軸保持筒部２４３は、筒状基部２４１の円筒状
の本体の正面の左側部分となっている。したがって、軸受部２５３を構成する左側の軸受
構成部２５５の左側（先端側）の端面に対して、軸保持筒部２４３が右側にあり、軸受構
成部２５５の端面と、軸保持筒部２４３の間には、軸受構成部２５５の軸方向に大きな間
隔があけられている。したがって、大径部２２３は、軸受構成部２５５の端面だけに接触
し、軸保持筒部２４３には接触しない。したがって、軸受構成部２５５の半円状の端面に
対して、軸保持筒部２４３の部材が突出することがないので、軸受構成部２５５の端面に
大径部２２３が接触した状態でも円滑に遮蔽部材２１２～２１７が回転することができる
。
【００８５】
　また、同様に右の軸受部２５２では、軸受構成部２５４が、軸受筒部材２５６の円筒状
の本体から右方向に延出する長さが、軸保持板部２４２の筒状基部２４１の円筒状の本体
から右方向に延出する長さより長くなっている。これにより、図２３（ｂ）に示すように
、軸受筒部材２５６から右側に延出する軸受構成部２５４の先端となる端面に対して、筒
状基部２４１から右側に延出する軸保持板部２４２の先端となる端面が大きく左側に配置
されている。なお、軸受構成部２５４の先端からはクランク部２２０を備える軸部２１８
（図２０に図示）が突出し、軸部２１８の軸受構成部２５４から突出する部分にクランク
部２２０が設けられている。したがって、軸受構成部２５４（軸受部２５２の先端側の端
面は、クランク部２２０を臨む位置に配置される。この軸受構成部２５４の先端となる端
面にクランク部２２０の延出部２２１を当接させた場合に、クランク部２２０の延出部２
２１と、軸保持板部２４２との間に広い間隙が生じることになる。
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【００８６】
　ここで、以下の説明において図２４を参照するが、図２４は、図２３に示す本実施の形
態の照明装置２０１の要部に対して、説明を分かり易くするための比較例となる照明装置
の要部を示すものである。図２３と図２４の違いは、図２３の軸保持板部２４２と、図２
４の軸保持板部２４２ａの形状（延出長さ）だけであり、他の構成要素は図２３と図２４
とで同様の構成となっている。
　各構成部材の製造誤差や組立誤差がない理想的状態であれば、図２４（ｂ）に示すよう
に、軸受構成部２５４の先端となる端面に対して、僅かに軸保持板部２４２ａの先端とな
る端面が左にあれば、延出部２２１は、軸受構成部２５４だけに当接することが可能にな
る。
【００８７】
　しかし、実際には、各部材の製造誤差や組立誤差により、図２４に示す状態では、軸保
持板部２４２ａの右端面がさらに右側に配置される虞がある。この場合に、略半円状の軸
受構成部２５４の先端の端面に対して、軸保持板部２４２ａの先端部が突出することによ
り、延出部２２１に軸受部２５３の主要な構成要素ではない板状の軸保持板部２４２ａの
端面だけが接触する虞がある。この場合に、延出部２２１が軸保持板部２４２ａに十分に
案内される状態とならず、軸部２１８の円滑な回転が妨げられる虞がある。
【００８８】
　それに対して、図２３に示すように、この実施の形態では、上述のような誤差に対して
大きな安全率を取って、軸保持板部２４２の先端が、軸受構成部２５４の先端より後退し
た状態（図中左側に配置された状態）で、軸受構成部２５４の端面から十分に離れている
ので、誤差によって、軸保持板部２４２の先端が突出する方向に移動しても、軸受構成部
２５４の端面より右に突出することがない。
【００８９】
　装飾カバー２６１は、サーチライトを模したデザインを有するカバーであり、照明装置
２０１をサーチライトに見立てたデザインとするために、照明装置２０１を覆った状態と
なっている。また、サーチライトの光を透光する部分に対応して、透光板２６２を備える
。透光板２６２は、例えば、透明でかつ色がついた部材で、遊技者からシャッタ機構２１
１が視認可能になっており、シャッタ機構２１１の開閉が光の明るさの変化だけではなく
、シャッタ機構２１１の遮蔽部材２１２～２１７の動きで分かるようになっている。
【００９０】
　駆動機構２７１は、図２３に示すように駆動軸２７３を進退するソレノイド２７４と、
駆動軸２７３に回転自在に設けられた第１リンク部材２７５と、第１リンク部材２７５に
回転自在に連結されるとともに、支点２７９を中心に回転自在な第２リンク部材２７６と
、第２リンク部材２７６とともに回転自在な一対の連結部材２７８と、連結部材２７８に
連結される直動部材２７２とを備える。
【００９１】
　直動部材２７２は、ベース部２３０に設けられた一対のガイド部２８１に前後方向に直
線移動自在に嵌合するレール部２８２と、レール部２８２の正面側に略上下に設けられる
軸係合部２８３と、連結部材２７８の先端部のＵ字状の部分が連結される一対の連結棒２
８４とを備える。
【００９２】
　軸係合部２８３は、上下方向に沿う２つの長孔が設けられており、上側の長孔に上側の
３つの遮蔽部材２１２，２１３，２１４の偏心軸２２２が係合し、下側の長孔に下側の３
つの遮蔽部材２１５，２１６，２１７の偏心軸２２２が係合している。なお、軸係合部２
８３は、上述の各遮蔽部材２１２～２１７の長さに対応して、最も上の遮蔽部材２１２の
偏心軸２２２と最も下の遮蔽部材２１７の偏心軸２２２が係合する部分が左側に斜めにな
るように形成されている。一対の連結棒２８４は、前後に延在する上下のレール部２８２
からそれぞれ反対のレール部２８２に向かって延出するとともに、互いに対向した状態と
なっている。
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【００９３】
　図２３に示す駆動機構２７１は、例えば、シャッタ機構２１１を閉とした状態である。
また、第１リンク部材２７５および第２リンク部材２７６は、水平で駆動軸２７３の軸方
向に直交する軸回りに回転するようになっている。この状態から駆動軸２７３を後退させ
ると、第１リンク部材２７５は、駆動軸２７３とともに後退しながら駆動軸２７３に設け
られた回転軸を回転中心として図中時計回りに回転する。それに対応して、第２リンク部
材２７６は、支点２７９を中心に図中反時計回りに回転するようになっている。連結部材
２７８は、先端部が直動部材２７２の連結棒２８４に係合し、直動部材２７２を前側（正
面側）に移動させる。
【００９４】
　すなわち、駆動機構２７１では、ソレノイド２７４の駆動軸２７３の直線運動を回転運
動に変換した後に、駆動軸２７３と直交する方向の直線運動に変換するようになっている
。
　直動部材２７２が前進すると直動部材２７２の軸係合部２８３に係合されている６つの
遮蔽部材２１２～２１７の偏心軸２２２が前側に移動させられる。この際に、偏心軸２２
２は、遮蔽部材２１２～２１７の左右の軸部２１８，２１９を回転軸として円弧移動する
。これにより、偏心軸２２２に延出部２２１を介して接続される軸部２１８が回転し、軸
部２１８とともに、遮蔽部材２１２～２１７が略９０度回転するまで、直動部材２７２が
移動させられる。
【００９５】
　これにより、遮蔽部材２１２の板状の部分が略鉛直方向に沿って配置されて閉じた状態
のシャッタ機構２１１において、遮蔽部材２１２が略９０度回転して、その板状の部分が
略水平方向に沿って配置される。これによりシャッタ機構２１１が開放状態となる。
【００９６】
　また、ソレノイド２７４において、駆動軸２７３を後退させた状態から前進させると、
第１リンク部材２７５が駆動軸２７３にある回転軸回りに図中反時計回りに回転するとと
もに前進する。それに応じて、第２リンク部材２７６が支点２７９を回転軸として図中時
計回りに回転する。これにより連結部材２７８が第２リンク部材２７６と一体に回転する
ことで、直動部材２７２を後退させる。なお、上述のように直動部材２７２の進退方向と
、ソレノイド２７４の駆動軸２７３の進退方向は、９０度異なり、直動部材２７２の進退
方向が照明装置２０１の背面から正面に向かう前後方向に一致する。
【００９７】
　直動部材２７２が後退することにより、軸係合部２８３に係合した偏心軸２２２が円弧
移動して後退する。これにより、直動部材２７２が前進した場合と逆に遮蔽部材２１２～
２１７が略９０度回転し、シャッタ機構２１１が開放状態から遮蔽状態に戻る。以上のこ
とからソレノイド２７４をオン・オフすることにより、サーチライト状の照明装置２０１
のシャッタ機構２１１を開閉することが可能になる。
【００９８】
　ここで、遮蔽部材２１２～２１７が回転する際には、遮蔽部材２１２～２１７の左側の
軸部２１９が軸受部２５３に回転自在に支持され、右側の軸部２１８が軸受部２５２に回
転自在に支持される。また、上述のように軸受部２５３を構成する軸受構成部２５５およ
び軸保持筒部２４３のうちの軸受構成部２５５だけが左側の軸部２１９の末端の大径部２
２３に当接可能とされている。また、上述のように軸受部２５２を構成する軸受構成部２
５４および軸保持板部２４２のうちの軸受構成部２５４だけが右側の軸部２１８の末端の
延出部２２１に当接可能とされている。
【００９９】
　以上のことから、遮蔽部材２１２～２１７の左右方向の移動範囲は、左右の軸受部２５
２，２５３と、左側の軸部２１９の大径部２２３と、右の軸部２１８の延出部２２１とに
より規制される。
【０１００】
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　遮蔽部材２１２～２１７の上述の回転時には、左の軸受構成部２５５の端面に大径部２
２３が当接するか、もしくは、右の軸受構成部２５４の端面に延出部２２１が当接した状
態となる可能性が高く、いずれかの状態で遮蔽部材２１２～２１７が回転する。この際に
、大径部２２３に軸受部２５３の一部を構成する軸保持筒部２４３が当接することがなく
、延出部２２１に軸受部２５２の一部を構成する軸保持板部２４２が当接することがない
。特に、軸保持板部２４２の端面が軸受構成部２５４の端面より突出した状態となること
がないので、遮蔽部材２１２～２１７が円滑に回転できる。
【０１０１】
　ここで、軸保持板部２４２の端面は、軸受構成部２５４の端面より誤差範囲を越えて後
退した状態（引っ込んだ状態）となっているので、成形誤差や組立誤差で、軸保持板部２
４２の端面が、軸受構成部２５４の端面より突出することがない。
　なお、上述の誤差の範囲は、周知の方法により算出される誤差の範囲か、実験的に求め
られる誤差の範囲であり、実際の軸保持板部２４２の端面と、軸受構成部２５４の端面と
の距離（間隙の長さ）は、前記誤差範囲に安全率をかけた値となる。また、実際の軸保持
板部２４２の端面と、軸受構成部２５４の端面との距離は、上述のように求められる誤差
の範囲の最大値を所定距離とした場合に、所定距離以上となっている必要がある。
　したがって、誤差があっても、軸受構成部２５４の端面に当接した状態の延出部２２１
と、軸保持板部２４２の端面との間には、間隙が形成されることになる。
【０１０２】
　また、本発明の実施の形態では、図３および図２５に示すように、回転リール２３の近
傍（図３および図２５において、回転リール２３の近傍でかつ、当該回転リール２３の左
側斜め下方）に演出用の可動役物４００が設けられている。この可動役物４００は、円筒
状の回転リールで構成され、その外周面には適宜の図柄が表示されている。
　このような円筒状の可動役物４００は、図２６～図２８に示すように、当該可動役物４
００を周方向に３分割して形成された３枚のリール片４００ａ,４００ｂ,４００ｃを円筒
状に接合することによって構成されている。これらリール片４００ａ,４００ｂ,４００ｃ
の外周面にはそれぞれ別の図柄が表示されている。
【０１０３】
　前記可動役物４００の内部には、矩形板状のＬＥＤ基板４０１が設けられており、この
ＬＥＤ基板４０１に複数のＬＥＤ４０１ａが設けられている。これらＬＥＤ４０１ａは可
動役物４００を内側から照らす光源となるものである。ＬＥＤ４０１ａは円筒状の可動役
物４００の軸方向に沿ってＬＥＤ基板４０１上に所定間隔で複数配置されており、当該Ｌ
ＥＤ基板４０１の長手方向の両端部においては短手方向に離間して配置されている。ＬＥ
Ｄ基板４０１は、そのＬＥＤ４０１ａが設けられている表面を可動役物４００の内周面に
向けて配置されており、可動役物４００が軸回りに回転して停止した際に、その３枚のリ
ール片４００ａ,４００ｂ,４００ｃのいずれかがＬＥＤ基板４０１に対向するようになっ
ている。
【０１０４】
　前記円筒状の可動役物４００の一端部にはフランジドラム４０２が可動役物４００と同
軸に固定され、他端部にはギヤドラム４０３が可動役物４００と同軸に固定されている。
　フランジドラム４０２とギヤドラム４０３とは可動役物４００を支持する支持部材４０
５に回転自在に設けられている。
【０１０５】
　支持部材４０５は、土台部４０６と土台部４０７とによって構成されている。
　土台部４０６は、湾曲した板状の外周壁部４０６ａと、この外周壁部４０６ａの端部に
設けられた端板部４０６ｂと、この端板部４０６ｂに設けられた取付部４０６ｃとによっ
て構成されている。
　そして、端板部４０６ｂに前記フランジドラム４０２が軸回りに回転可能に設けられて
いる。また、外周壁部４０６ａの内側に前記可動役物４００が所定の隙間をもって設けら
れている。外周壁部４０６ａの軸方向の長さは可動役物４００の軸方向の長さとほぼ等し
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いか若干短くなっており、外周壁部４０６ａの周方向の長さは、可動役物４００を構成す
る一つのリール片４００ａ（４００ｂ,４００ｃ）の周方向の長さより若干長くなってい
る。
【０１０６】
　また、前記土台部４０６は、図２９および図３０に示すように、取付部４０６ｃを中枠
（バリア上ユニット）３０ａの下端部に設けられた取付台に固定することで、中枠３０ａ
の下端部に取付けられている。
【０１０７】
　前記土台部４０７は、図２８に示すように、前記ギヤドラム４０３を軸回りに回転可能
に収容する収容部４０７ａと、この収容部４０７ａに一体的に設けられてステッピングモ
ータ等のモータ４０９に取付けられたギヤ４１０を軸回りに回転可能に収容する収容部４
０７ｂと、収容部４０７ｂに前記土台部４０６の外周壁部４０６ａ側に向けて延出して形
成された２つの延出片４０７ｃ,４０７ｃと、収容部４０７ａの外面に設けられた取付部
４０７ｄ,４０７ｅとによって構成されている。
【０１０８】
　そして、この延出片４０７ｃ,４０７ｃの先端部が前記外周壁部４０６ａの端部に重な
るように内側から挿入されている。これによって、土台部４０６と土台部４０７とが一体
化されている。
　また、前記土台部４０７は、図２７および図３０に示すように、取付部４０７ｄ,４０
７ｅをバリア上ユニット（中枠）３０ａの下端部に設けられた取付台に固定することで、
バリア上ユニット３０ａの下端部に取付けられている。
【０１０９】
　また、前記収容部４０７ｂには、図２８に示すように、当該収容部４０７ｂを覆うよう
にしてモータ取付ベース板４０８が固定されており、このモータ取付ベース板４０８にス
テッピングモータ等のモータ４０９が取り付けられている。このモータ４０９の駆動軸は
モータ取付ベース板４０８を貫通して前記収容部４０７ｂに突出しており、この駆動軸に
ギヤ４１０が結合されたうえで、収容部４０７ｂに軸回りに回転可能に収容されている。
　そして、このギヤ４１０が前記ギヤドラム４０３の外周部のギヤに噛合している。した
がって、モータ４０９が駆動することによって、ギヤ４１０、ギヤドラム４０３を介して
可動役物４００が軸回りに回転するようになっている。
【０１１０】
　また、可動役物４００の内部には、図２８および図３１に示すように、光源となるＬＥ
Ｄ４０１ａからの光の照射範囲を規制する遮光部材４２０が設けられている。この遮光部
材４２０は略半円筒状に形成された本体部４２１と、この本体部４２１の一方の端部に設
けられた軸部４２２と他方の端部に設けられた軸部４２３とを備えている。
　本体部４２１は前記ＬＥＤ基板４０１の裏面側を覆っており、当該ＬＥＤ基板４０１は
、半円筒状の本体部４２１の正面開口部における軸方向に沿う左右に細長い当接面４２０
ａ,４２０ａに当接された状態で固定されている。
　また、遮光部材４２０の軸部４２２は前記土台部４０６の端板部４０６ｂに固定され、
軸部４２３は前記土台部４０７の収容部４０７ａの底面部に固定されている。
【０１１１】
　また、遮光部材４２０には、光源となるＬＥＤ４０１ａから回転リール２３方向へ向か
う光を遮光する遮光部４２５,４２５が設けられている。
　上方の遮光部４２５は前記本体部４２１の正面開口部の長手方向に沿う上縁部から前方
に庇状に延出するものであり、ＬＥＤ基板４０１の長手方向に沿って長尺な板状に形成さ
れている。下方の遮光部４２５は前記本体部４２１の正面開口部の長手方向に沿う下縁部
から前方に庇状に延出するものであり、ＬＥＤ基板４０１の長手方向に沿って長尺な板状
に形成されている。
　これら遮光部４２５,４２５は平行に設けられ、この遮光部４２５,４２５の奥側に前記
ＬＥＤ基板４０１が配置されている。遮光部４２５,４２５の先端縁部は円筒状の可動役
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物４００の内周面に所定の隙間をもって近接するとともに、当該可動役物４００を構成す
るリール片４００ａ,４００ｂ,４００ｃのいずれかがＬＥＤ基板４０１の前方側に位置し
た際におけるいずれかのリール片の周方向の縁部に近接している。
【０１１２】
　したがって、ＬＥＤ基板４０１上のＬＥＤ４０１ａからの光は、遮光部材４２０によっ
て遮光されるとともに、遮光部４２５,４２５によって、ＬＥＤ４０１ａからの光の照射
範囲Ａが規制される。したがって、ＬＥＤ４０１ａからの光は、回転リール方向へ向かう
ものが遮光されるとともに、可動役物４００を構成するリール片４００ａ,４００ｂ,４０
０ｃのうち、当該可動役物４００が回転して停止した際の、ＬＥＤ基板４０１の前方側に
位置するリール片に照射されるようになっている。
【０１１３】
　また、支持部材４０５は、可動役物４００の一部を前記照射範囲Ａを除いて覆う外周壁
部（壁部）４０６ａと、前記ＬＥＤ（光源）４０１ａと回転リール２３との間に設けられ
た開口部４３０を備えている。すなわち、図２５および図３１に示すように、支持部材４
０５を構成する土台部４０６は外周壁部４０６ａを備えており、この外周壁部（壁部）４
０６ａは、前記照射範囲Ａを除いて、可動役物４００の下側において、当該可動役物４０
０を、その周方向の略１／３に相当する長さより若干長い範囲を覆うようにして設けられ
ている。
　また、可動役物４００の上側においては、前記外周壁部４０６ａは設けられておらず、
空間となっており、この空間の一部が前記開口部４３０を構成している。
　さらに、可動役物４００の上側においては、ＬＥＤ４０１ａと遮光部４２５,４２５と
を結ぶ線分の延長線間で前記外周壁部４０６ａが設けられておらず、空間となっている。
　このように、外周壁部４０６ａは、可動役物４００の下側において、当該可動役物４０
０の周方向の略１／３に相当する長さより若干長い範囲の外周面を覆っているだけで、そ
の他の可動役物４００の外周面は覆っていない。
　なお、可動役物４００の端面側は、前記土台部４０６,４０７によって覆われている。
【０１１４】
　このような、可動役物４００を支持部材４０５によって、バリア上ユニット３０ａの下
端部に取り付けた状態において、当該可動役物４００の上側でかつ前記外周壁部４０６ａ
が設けられていない部分は、図２５、図２９および図３０に示すように、中枠（バリア上
ユニット）３０ａに設けられた略水平な壁部３０ｄによって覆われている。したがって、
この壁部３０ｄの先端縁部と前記外周壁部４０６ａの上端縁部と土台部４０６，４０７（
図３０参照）との間に矩形の前記開口部４３０が形成されている。この開口部４３０は、
上述したように、ＬＥＤ（光源）４０１ａと回転リール２３との間に設けられており、当
該回転リール２３側に向けて開口している。
　また、矩形の開口部４３０は可動役物４００を構成するリール片４００ａ,４００ｂ,４
００ｃのうちのいずれかを視認できるような大きさとなっている。
【０１１５】
　本実施の形態によれば、可動役物４００の内部に、光源となるＬＥＤ４０１ａから回転
リール方向へ向かう光を遮光する遮光部材４２０が設けられているので、回転リール方向
へ向かう光を確実に遮光できるとともに、遮光部材４２０に、ＬＥＤ４０１ａからの光の
照射範囲Ａを規制する遮光部４２５,４２５が設けられているので、当該光を確実に可動
役物４００に照射できる。
　また、支持部材４０５は、可動役物４００を照射範囲Ａを除いて覆う外周壁部４０６ａ
と、ＬＥＤ（光源）４０１ａと回転リール２３との間に設けられた開口部４３０とを備え
ているので、この開口部４３０の分、支持部材４０５の占める体積が小さくなる。このた
め、支持部材４０５を含む役物全体を省スペースで筐体内に設置できる。
　さらに、支持部材４０５は、前記開口部４３０を備えているので、この開口部４３０を
通して可動役物４００のメンテナンスを容易に行える。
【０１１６】
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　なお、本実施の形態では、円筒状の回転リールで構成された可動役物４００を例にあげ
て説明したが、可動役物は回転リールに限ることはなく、例えば、上下または／および左
右方向に移動する可動役物であってもよい。
　また、本実施の形態では、可動役物４００を、図３および図２５において、回転リール
２３の近傍でかつ、当該回転リール２３の左側斜め下方に配置したが、この可動役物４０
０は回転リール２３の近傍で、かつ遊技者が外部から視認可能な位置であれば、回転リー
ル２３の上方、側方等いずれに配置してもよい。
　さらに、本実施の形態では、遮光部４２５によって、ＬＥＤ４０１ａの光が、回転リー
ル２３に届くことがなく、当該回転リール２３の視認性を損なうことを防止できるため、
遮光部４２５の外側に位置する支持部材４０５の部分に、開口部４３０を形成可能である
。つまり、ＬＥＤ４０１ａから回転リール２３への光路で、かつ遮光部４２５によって遮
蔽されている支持部材４０５の部分であれば、開口部４３０を形成可能である。
【０１１７】
　また、本発明の実施の形態では、図３２および図３３に示すように、前面扉（上扉）３
０に開口部（画像表示窓３７）５０１が設けられており、この開口部５０１は前記カバー
部材５００によって前面扉３０の裏側から覆われている。
　なお、前面扉３０は、上述したように、中枠３０ａと外枠３０ｂとから構成され、当該
外枠３０ｂは後述するように、キャビネット上前部７００と、キャビネット上部７０１と
から構成されている。そして、前記開口部５０１はキャビネット上部７０１に設けられて
いる。
　前記開口部５０１は、前面扉３０に形成された矩形状の正面開口部５０１ａと、この正
面開口部５０１ａの下縁に当該正面開口部５０１ａと連続して形成された下面開口部５０
１ｂとで構成されている。前面扉３０はその正面側において上部が下部より前方に突出し
ており、この上部と下部との境界部において前記下面開口部５０１ｂが設けられている。
【０１１８】
　このような開口部５０１が前記カバー部材５００によって前面扉３０の裏面側から覆わ
れている。
　カバー部材５００は透明なアクリル板によって断面Ｌ形に形成されており、正面カバー
部材５００ａとこの正面カバー部材５００ａの下縁に当該正面カバー部材５００ａと直角
より若干大き目の鈍角に一体的に形成された下面カバー部材５００ｂとから構成されてい
る。
　正面カバー部材５００ａの上縁には、複数の切欠部５００ｃが所定間隔で形成されてい
る。また、正面カバー部材５００ａには側方に延出する耳部５００ｄ,５００ｄが形成さ
れており、この耳部５００ｄの下端部近傍に切欠部５００ｃが形成されている。正面カバ
ー部材５００ａの長辺方向および短辺方向の長さは前記正面開口部５０１ａの長辺方向お
よび短辺方向より若干長くなっている。
【０１１９】
　また、下面カバー部材５００ｂの長辺方向の長さは前記下面開口部５０１ｂの長辺方向
の長さをほぼ等しく、下面カバー部材５００ｂの短辺方向の長さは下面開口部５０１ｂの
短辺方向の長さより若干長くなっている。
【０１２０】
　また、前面扉３０の裏面には、図３５に示すように、前記正面開口部５０１ａの上縁部
と両側縁部に沿って枠材５０２が設けられている。この枠材５０２には、複数のボス（係
合部）５０５が所定間隔で複数突出して形成されている。このボス５０５の位置は、前記
正面カバー部材５００ａに形成された切欠部５００ｃの位置および正面カバー部材５００
ａと耳部５００ｄとの隅部の位置と対応している。
【０１２１】
　したがって、図３６に示すように、カバー部材５００を前面扉３０の裏側から開口部５
０１に向けて配置するとともに、正面カバー部材５００ａの上縁部および側縁部を、前記
枠材５０２に当接するとともに、ボス（係合部）５０５に、前記切欠部５００ｃおよび正
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面カバー部材５００ａと耳部５００ｄとの隅部を係合することによって、当該正面カバー
部材５００ａは位置決めされている。なお、このようにして正面カバー部材５００ａに係
合しているボス５０５は正面カバー部材５００ａの裏面より突出した状態となっている。
　また、下面カバー部材５００ｂは、その短辺方向に沿う両側縁部が下面開口部５０１ｂ
の短辺方向に沿う縁部に当接されることによって、位置決めされている。
　このようにして、カバー部材５００が位置決めされ、当該カバー部材５００によって開
口部５０１が覆われている。
【０１２２】
　そして、前記カバー部材５００は、その外周縁部に、前面扉３０の裏側から押え部材５
１０が重ねられたうえで、当該押え部材５１０によって前面扉３０の裏面に固定されてい
る。
　すなわちまず、図３３および図３４に示すように、押え部材５１０はポリカーボネイト
によって形成され、上押え部材５１１と、左右一対の側押え部材５１２,５１２と、下押
え部材５１３とで構成されている。
【０１２３】
　上押え部材５１１は断面Ｌ形に形成された左右に長尺な部材であって、前記正面カバー
部材５００ａの上縁部とほぼ等しい長さとなっている。また、上押え部材５１１は、カバ
ー部材５００の裏面に当接する当接部５１１ａと、この当接部５１１ａに対して突出して
設けられた突出部５１１ｂとを備えており、突出部５１１ｂの突出長さはカバー部材５０
０の厚さとほぼ等しいか若干短くなっている。
【０１２４】
　また、上押え部材５１１の当接部５１１ａの表面には、２つの円柱状の凸部５１１ｃ,
５１１ｃが上押え部材５１１の長手方向の中央部と左端部に形成されており、この凸部５
１１ｃには、当該凸部５１１ｃおよび当接部５１１ａを貫通する貫通孔５１１ｄが形成さ
れている。また、上押え部材５１１の左端部にはプレート５１１ｆが上押え部材５１１か
ら上方に延出するようにして設けられており、このプレート５１１ｆには、当該プレート
５１１ｆおよび当接部５１１ａを貫通する貫通孔５１１ｄが形成されている。
　貫通孔５１１ｄは前記ボス（係合部）５０５に対応した位置に形成されており、当該貫
通孔５１１ｄは、当接部５１１ａの裏面側からボス５０５が挿入可能な大きさとなってい
る。
【０１２５】
　側押え部材５１２は、全体的に略Ｌ形に形成されており、前記正面カバー部材５００ａ
の側縁部を押える第１側縁部押え部５１２ａと、下面カバー部材５００ｂの短辺方向に沿
う側縁部を押える第２側縁部押え部５１２ｂと、下面カバー部材５００ｂの長辺方向に沿
う縁部の両端部に当接される当接部５１２ｃとを備えており、第１側縁部押え部５１２ａ
と第２側縁部押え部５１２ｂとの間には三角形状の補強リブ５１２ｄが設けられている。
【０１２６】
　第１側縁部押え部５１２ａは、断面Ｌ形に形成されており、カバー部材５００の裏面に
当接する当接部５１２ｅと、この当接部５１２ｅに対して突出して設けられた突出部５１
２ｆとを備えており、突出部５１２ｆの突出長さはカバー部材５００の厚さとほぼ等しい
か若干短くなっている。
　前記当接部５１２ｅの表面には、２つの円柱状の凸部５１２ｇ,５１２ｇが第１側縁部
押え部５１２ａの上端部と下端部とに形成されており、この凸部５１２ｇには、当該凸部
５１２ｇおよび当接部５１２ｅを貫通する貫通孔５１２ｈが形成されている。
　貫通孔５１２ｈは前記ボス（係合部）５０５に対応した位置に形成されており、当該貫
通孔５１２ｈは、当接部５１２ｅの裏面側からボス５０５が挿入可能な大きさとなってい
る。
【０１２７】
　前記第２側縁部押え部５１２ｂは、帯板状に形成されており、その長さは前記下面カバ
ー部材５００ｂの短辺方向の長さとほぼ等しくなっている。



(22) JP 2015-100448 A 2015.6.4

10

20

30

40

50

　前記当接部５１２ｃは、矩形板状に形成されており、第２側縁部押え部５１２ｂの先端
部に設けられている。また、当接部５１２ｃの表面には、円柱状の凸部５１２ｇが形成さ
れており、この凸部５１２ｇには、当該凸部５１２ｇおよび当接部５１２ｃを貫通する貫
通孔５１２ｈが形成されている。
【０１２８】
　前記下押え部材５１３は、断面Ｌ形に形成された左右に長尺な部材であって、前記下面
カバー部材５００ｂの長辺方向に沿う縁部より前記当接部５１２ｃの分だけ短く形成され
ている。
　また、下押え部材５１３は、下面カバー部材５００ｂの表面に当接する当接部５１３ａ
と、この当接部５１３ａに対して下方に突出して設けられた突出部５１３ｂとを備えてお
り、突出部５１３ｂの突出長さは下面カバー部材５００ｂの厚さより十分に長くなってい
る。
　また、突出部５１３ｂの表面には、円柱状の凸部５１３ｇが左右に離間して形成されて
おり、この凸部５１３ｇには、当該凸部５１３ｇおよび突出部５１３ｂを貫通する貫通孔
５１３ｈが形成されている。
【０１２９】
　なお、図３５に示すように、前面扉３０の裏面には、前記開口部５０１の下方に位置す
る壁部に複数のボス５０５が左右に所定間隔で形成されている。このボス５０５は、当接
部５１２ｃに形成されている貫通孔５１２ｈおよび前記下押え部材５１３に形成されてい
る貫通孔５１３ｈに対応する位置に配置されている。また、貫通孔５１２ｈ,５１３ｈは
、裏面側から前記ボス５０５が挿入可能な大きさとなっている。
【０１３０】
　また、図３２、図３５、図３８および図３９に示すように、前面扉３０の裏面において
前記開口部５０１の周囲の一部に、前面扉３０の裏面に対して直角に立ち上がる立壁５１
５,５１６が前記開口部５０１の周囲に沿って設けられている。
　立壁５１５は、前記開口部５０１の上縁部に沿って配置されており、当該上縁部に設け
られた前記枠材５０２に形成されている。また、立壁５１６は、開口部５０１の側縁部に
沿って配置されており、当該側縁部に設けられた前記枠材５０２に形成されている。
【０１３１】
　そして、前記上押え部材５１１、左右一対の側押え部材５１２,５１２、下押え部材５
１３は以下のようにして、カバー部材５００の上縁部、両側縁部、下縁部に重ねられたう
えで、前面扉３０の裏面にねじ（止着材）５２０によって固定されている。
【０１３２】
　すなわちまず、前記上押え部材５１１は、その当接部５１１ａが正面カバー部材５００
ａの裏面の上縁部に当接されるとともに、貫通孔５１１ｄに開口部５０１の上縁部側に位
置している前記ボス５０５が挿入されることによって、正面カバー部材５００ａの上縁部
に重ねられている。
　また、当接部５１１ａに設けられた貫通孔５１１ｄにねじ５２０を挿入し、前記ボス５
０５に形成されているねじ孔にねじ込むことによって、上押え部材５１１は前面扉３０の
裏面に固定されている。
　また、上押え部材５１１の突出部５１１ｂは正面カバー部材５００ａの上端面に当接ま
たは近接されるともに、前記立壁５１５と正面カバー部材５００ａとの間に配置されてい
る。
【０１３３】
　前記側押え部材５１２の第１側縁部押え部５１２ａは、その当接部５１２ｅが正面カバ
ー部材５００ａの裏面の側縁部に当接されるとともに、貫通孔５１２ｈに開口部５０１の
側縁部側に位置している前記ボス５０５が挿入されることによって、正面カバー部材５０
０ａの側縁部に重ねられている。
　また、当接部５１２ｅに設けられた貫通孔５１２ｈにねじ５２０を挿入し、前記ボス５
０５に形成されているねじ孔にねじ込むことによって、第１側縁部押え部５１２ａは前面
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扉３０の裏面に固定されている。
　また、第１側縁部押え部５１２ａの突出部５１２ｆは正面カバー部材５００ａの側端面
に当接または近接されるともに、前記立壁５１５と正面カバー部材５００ａとの間に配置
されている。
【０１３４】
　前記側押え部材５１２,５１２の第２側縁部押え部５１２ｂ,５１２ｂは、その側端面が
下面カバー部材５００ｂの短辺側の両側端面にそれぞれ当接されることによって、下面カ
バー部材５００ｂの左右方向の位置ずれを防止している。
　前記側押え部材５１２の当接部５１２ｃは、下面カバー部材５００ｂの長辺側の側端面
の端部に当接されることによって、下面カバー部材の後方向への位置ずれを防止している
。また、当接部５１２ｃに設けられた貫通孔５１２ｈに、前面扉３０の裏面の壁部に設け
られたボス５０５が挿入されたうえで、貫通孔５１２ｈにねじ５２０を挿入し、前記ボス
５０５に形成されているねじ孔にねじ込むことによって、当接部５１２ｃは前面扉３０の
裏面の壁部に固定されている。
【０１３５】
　前記下押え部材５１３は、その当接部５１３ａが下面カバー部材５００ｂの裏面の上縁
部に当接されることによって、下面カバー部材５００ｂの下縁部に重ねられている。なお
、下面カバー部材５００ｂは正面カバー部材５００ａに対して直角より若干大きめの鈍角
に設けられることで、水平に対して若干傾いて配置されているが、ここでは当該下面カバ
ー部材５００ｂの手前側の縁部を下縁部と称する。
【０１３６】
　また、下押え部材５１３の突出部５１３ｂは、下面カバー部材５００ｂの手前側の側端
面に当接されるとともに、前面扉３０の裏面に設けられた壁部に当接されている。さらに
突出部５１３ｂは、当該突出部５１３ｂに設けられた貫通孔５１３ｈに、前面扉３０の裏
面の壁部に設けられたボス５０５が挿入されたうえで、貫通孔５１３ｈにねじ５２０を挿
入し、前記ボス５０５に形成されているねじ孔にねじ込むことによって、前面扉３０の裏
面の壁部に固定されている。
【０１３７】
　なお、本実施の形態では、前面扉３０に設けられた開口部５０１が正面開口部５０１ａ
と下面開口部５０１ｂとから構成されていることから、当該開口部５０１を覆うカバー部
材５００を、正面開口部５０１ａを覆う正面カバー部材５００ａと、下面開口部５０１ｂ
を覆う下面カバー部材５００ｂとからなる断面Ｌ形に形成したが、前面扉３０に設けられ
る開口部が矩形の正面開口部だけで構成される場合、カバー部材５００も正面カバー部材
５００ａだけで構成すればよい。
　この場合、正面カバー部材５００ａの下縁部は上縁部を押える上押え部材５１１を上下
反転してなる押え部材を使用するとともに、正面開口部５０１ａの下縁部に沿って立壁を
形成し、上押え部材５１１と同様にして固定すればよい。
【０１３８】
　本実施の形態によれば、カバー部材５００の正面カバー部材５００ａが、前面扉３０の
裏面に、正面開口部５０１ａの周囲に配置されたボス（係合部）５０５に係合されて位置
決めされ、下面カバー部材５００ｂは、その短辺方向に沿う両側縁部が下面開口部５０１
ｂの短辺方向に沿う縁部に当接されて位置決めされているので、カバー部材５００を前面
扉３０の裏面に正確に位置決めできる。
【０１３９】
　そのうえで、カバー部材５００の外周縁部に、前面扉３０の裏側から押え部材５１０（
上押え部材５１１、側押え部材５１２、下押え部材５１３）が重ねられたうえで、当該押
え部材５１０が前面扉３０の裏面に設けられたボス（係合部）５０５のねじ孔にねじ５２
０を押え部材５１０を貫通してねじ込むことで、固定されているので、カバー部材５００
を押え部材５１０と前面扉３０の裏面とで挟み込んで固定できるとともに、当該カバー部
材５００には、ねじ（止着材）５２０がねじ込まれることがないので、当該カバー部材５
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００の破損を防止できる。
【０１４０】
　また、前面扉３０の裏面に、開口部５０１の周囲のうちの上縁部と側縁部に沿って、立
壁５１５,５１６が設けられ、上押え部材５１１の当接部５１１ａと側押え部材５１２の
当接部５１２ｅがカバー部材５００の裏面に当接され、上押え部材５１１の突出部５１１
ｂと側押え部材５１２の突出部５１２ｆがカバー部材５００の外周面に当接または近接さ
れるとともに立壁５１５,５１６とカバー部材５００との間に配置されている。
　したがって、当接部５１１ａ,５１２ｅによってカバー部材５００の厚さ方向へのガタ
ツキを防止でき、また、突出部５１１ｂ,５１２ｆがカバー部材５００の外周面に当接さ
れていることによって、当該突出部５１１ｂ,５１２ｆによってカバー部材５００の面方
向へのガタツキを防止できる。
【０１４１】
　また、突出部５１１ｂ,５１２ｆが立壁５１５,５１６とカバー部材５００との間に配置
されているので、突出部５１１ｂ,５１２ｆと立壁５１５,５１６とがカバー部材５００の
面方向において重なる。したがって、カバー部材５００の表面においてその面方向からの
ピアノ線等による侵入による不正行為を防止できる。
　また、下面カバー部材５００ｂの内側を向く側端面は下押え部材５１３の突出部５１３
ｂに当接されているので、下面カバー部材５００ｂの下面においてその面方向からのピア
ノ線等による侵入による不正行為を防止できる。
【０１４２】
　さらに、押え部材５１０が、上押え部材５１１と、左右一対の側押え部材５１２,５１
２と、下押え部材５１３とを備えているので、カバー部材５００の上縁部、左右側縁部、
下縁部を、それぞれ上押え部材５１１、左右一対の側押え部材５１２,５１２、下押え部
材５１３によって確実に固定できる。
【０１４３】
　なお、本実施の形態では、押え部材５１０をボス５０５にねじ５２０によってねじ止め
することによって、前面扉３０の裏面に固定したが、これに限ることなく、例えば、押え
部材５１０をねじ等の止着材によって直接前面扉３０の裏面に固定してもよい。
【０１４４】
　また、本発明の実施の形態では、図４に示すように、前面扉（上扉）３０は、外枠（キ
ャビネット上ユニット）３０ｂに、中枠（バリア上ユニット）３０ａを嵌め込んで構成さ
れており、図４０および図４２に示すように、前記中枠（バリア上ユニット）３０ａの下
半分に、矩形状の開口部６０１が設けられている。
　一方、図４に示すように、前記前面扉３０の外枠３０ｂに、矩形状の開口部（画像表示
窓３７）５０１と開口部（図柄表示窓３１）５０１Ａが設けられており、開口部５０１は
前記カバー部材５００によって覆われている。また、開口部５０１Ａには、カバー部材等
は設けられておらず、当該開口部５００Ａには、中枠３０ａに設けられた開口部６０１が
臨んでいる。
【０１４５】
　前記中枠３０ａには、図７および図４２に示すように、開口部６０１を覆う透明なカバ
ーパネル６００が設けられている。このカバーパネル６００は、筐体内に設けられたリー
ル２３と前記円筒状の可動役物４００を前面扉３０の外側から目視するためのものであり
、中枠３０ａの前面に以下のようにして取り付けられている。
　すなわちまず、カバーパネル６００は透明なアクリル板等によって矩形板状に形成され
ており、その下縁部の中央部には切欠部６００ａが形成されている。
　一方、中枠３０ａの前面には、図７および図４０に示すように、当該前面から立ち上が
る左右一対の立壁６０２,６０２が開口部６０１の縦方向に沿う短辺に沿って当該短辺よ
り若干外側に互いに平行に形成されている。立壁６０２は開口部６０１の上端部から中枠
３０ａの下端部まで延びるようにして形成されている。また、中枠３０ａの下縁部の中央
部には、凸部６０３と鈎状の係止爪６０４が設けられている。
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　そして、立壁６０２,６０２間にカバーパネル６００を配置するとともに、その切欠部
６００ａを前記凸部６０３に係合したうえで、カバーパネル６００の下縁部の表面に係止
爪６０４を係止することによって、当該カバーパネル６００の下縁部が中枠３０ａに固定
されている。
【０１４６】
　一方、カバーパネル６００の上縁部は以下のようにして中枠３０ａに固定されている。
　すなわちまず、中枠３０ａには、図７および図４０に示すように、リフレクタ６０５が
開口部６０１の上縁部に沿って設けられている。
　リフレクタ６０５は、図４１に示すように、前面と背面が開口した筐体６０５ａと、こ
の筐体６０５ａ内に設けられた複数の隔壁６０５ｂと、筐体６０５ａの上面に当該筐体６
０５ａの長手方向に沿って設けられた２つのレール部６０５ｃ,６０５ｄと、筐体６０５
ａの下面に当該筐体６０５ａの長手方向に沿って設けられた凸条部６０５ｅ（図４０参照
）と、筐体６０５ａの両端部に設けられた取付部６０５ｆ,６０５ｆと、略中央部に設け
られた取付部６０５ｆを備えている。
【０１４７】
　筐体６０５ａは前記開口部６０１の長辺の長さより若干短くなっており、当該開口部６
０１の上縁部に沿って、当該開口部６０１より若干上側に配置されている。
　隔壁６０５ｂは筐体６０５ａの長手方向に沿って所定間隔で６個形成されており、これ
ら隔壁６０５ｂと筐体６０５ａの端面壁とによって、筐体６０５ａの内部が７つの部屋６
０６ａ～６０６ｇに仕切られている。６個の隔壁６０５ｂはそれぞれ水平面に対して傾斜
するとともに、折れ壁状に形成されている。このように隔壁６０５ｂを形成することによ
って、光源６０７からの光を所望の方向に反射させることができる。
　リフレクタ６０５の各部屋の後方には、図７に示すように、少なくとも１個の光源（Ｌ
ＥＤ）６０７が配置され、当該光源６０７は中枠３０ａに設けられている。
【０１４８】
　前記部屋６０６ｂ,６０６ｄ,６０６ｆは、他の部屋６０６ａ,６０６ｃ,６０６ｅ,６０
６ｇより横方向の長さが長くなっており、部屋６０６ｂ,６０６ｄ,６０６ｆの後方にそれ
ぞれ光源６０７が２個ずつ、部屋６０６ａ,６０６ｃ,６０６ｅ,６０６ｇの後方にそれぞ
れ光源６０７が１個ずつ配置されている。
　中枠３０ａの開口部６０１の後方に横方向に並んで配置されている３個のリール２３…
の前記開口部６０１に臨む外周面の上方に、それぞれ部屋６０６ｂ,６０６ｄ,６０６ｆが
対応して配置されている。
【０１４９】
　前記複数の光源６０７はＬＥＤ基板に取り付けられている。一方、中枠３０ａの前記リ
フレクタ６０５を取付ける壁部には、各光源６０７を臨ませる矩形状の複数の開口部が形
成されている。そして、前記ＬＥＤ基板を保持する保持部材６０８（図４２参照）を前記
壁部の裏面に取り付けるとともに、光源６０７をそれぞれ開口部に挿入して臨ませること
によって、当該光源６０７がリフレクタ６０５の前記各部屋６０６ａ～６０６ｇの後方に
配置されている。
　リフレクタ６０５は、その取付部６０５ｆ,６０５ｆと、部屋６０６ｆに設けられた取
付部６０５ｆを中枠３０ａの前記壁部にねじ止めすることによって当該中枠３０ａに固定
されている。
【０１５０】
　また、図４３および図４４に示すように、リフレクタ６０５の下面に設けられている凸
条部６０５ｅは、前記カバーパネル６００の上縁部の表面に当接している。したがって、
この凸条部６０５ｅと前記壁部との間でカバーパネル６００の上縁部が挟み込まれ、これ
によって、当該上縁部が中枠３０ａの壁部に固定されている。
【０１５１】
　また、リフレクタ６０５の上面に設けられている２つのレール部６０５ｃ,６０５ｄに
は、それぞれ前記可動役物１００,１０１が左右に移動可能に設けられている。
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　すなわちまず、レール部６０５ｃはリフレクタ６０５の上面において手前側に設けられ
た２つの凸条部６０５ｇ,６０５ｇ間に設けられている。
　また、レール部６０５ｄは、奥側の凸条部６０５ｇと、前記リフレクタ６０５を取り付
ける壁部に水平に突出して設けられた凸条部６０５ｈとの間に設けられている。また、レ
ール部６０５ｄの方がレール部６０５ｃに比してレール幅が大きくなっている。
【０１５２】
　前記レール部６０５ｃには可動役物１００,１０１の下部にそれぞれ設けられたスライ
ダ６１０ａ,６１０ａが摺動可能に設けられている。左右一対の可動役物１００,１０１の
スライダ６１０ａ,６１０ａがレール部６０５ｃを左右に摺動することによって、可動役
物１００,１０１が左右に接離移動するようになっている。
　このような可動役物１００,１０１は、上述した移動機構１１０,１１１によって左右に
移動されるようになっている。
【０１５３】
　また、前記レール部６０５ｄには可動役物６１１の下部に一体的に設けられたスライダ
部６１１ａが摺動可能に設けられている。可動役物６１１は左右一対あり、それらのスラ
イダ部６１１ａがレール部６０５ｄを左右に摺動することによって、可動役物６１１,６
１１が左右に接離移動するようになっている。
　また、このような可動役物６１１を移動させる機構は以下のとおりである。
　すなわちまず、中枠３０ａの開口部６２０の上縁部には、左右一対の役物ユニット６２
１,６２１が設けられている。この役物ユニット６２１は、前記可動役物６１１と、この
可動役物６１１を左右に移動させる移動機構６２２とから構成されている。
　なお、中枠３０ａの裏面には液晶表示装置３４が設けられており、この液晶表示装置３
４の画面が前記開口部６２０に臨んでいる。また画面には透明な保護シートが設けられて
いる。
【０１５４】
　可動役物６１１は半円弧状に形成されており、その下端部に前記スライダ部６１１ａが
設けられている。
　移動機構６２２は、図４０および図４２に示すように、中枠３０ａの開口部６２０の上
縁部に左右に延在して固定されたベース部６２２ａと、このベース部６２２ａに沿って移
動可能なスライダ６２２ｂと、このスライダ６２２ｂに設けられたラック６２２ｃと、前
記ベース部６２２ａに設けられたモータ６２２ｄと、このモータ６２２ｄの駆動軸に取り
付けられて、前記ラックに噛合するピニオンギヤ６２２ｅを備えている。
　そして、このような構成の移動機構６２２では、モータ６２２ｄの駆動軸が正逆方向に
回転すると、ピニオンギヤ６２２ｅが正逆方向に回転し、これによって、ラック６２２ｃ
が左右に移動する。したがって、このラック６２２ｃが取り付けられているスライダ６２
２ｂがベース部６２２ａに沿って左右に移動し、この結果、可動役物６１１が左右に移動
するようになっている。
【０１５５】
　また、前記中枠３０ａの両側部には、図４２に示すように、当該両側部を矩形状に切り
欠いてなる切欠部６３０,６３０が形成されている。この切欠部６３０は中枠３０ａの下
半分側に設けられた前記開口部６０１を挟んで対称的に配置されており、中枠３０ａの側
部を開口部６０１の縦辺付近まで切り欠くことによって形成されている。
　このような切欠部６３０,６３０には図示しないハーネス等の配線が横方向から挿入さ
れて通されたうえで、中枠３０ａの裏側に引き出され、所定の回路基板等に接続されてい
る。また、前記中枠３０ａの表側に引き出されているハーネス等配線は、前記可動役物１
００,１０１,６１１やスピーカ３５,３６、その他各種電装部品に接続されている。
【０１５６】
　このように中枠３０ａの両側部に切欠部６３０,６３０を形成することによって、各種
配線が容易となる。すなわち、従来は例えば、中枠３０ａの所定の位置に所定形状の貫通
孔を形成し、この貫通孔に配線を通すようにしていたが、この場合、配線を前記可動役物
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やスピーカ３５,３６、その他各種電装部品に接続したうえで、当該配線を貫通孔に通さ
なければならないため、中枠を立てた状態で保持しなければ配線を貫通孔に通し難い。
　これに対し、本実施の形態では、中枠３０ａの両側部に切欠部６３０,６３０が形成さ
れているので、中枠３０ａや外枠３０ｂを横に寝かした状態で、配線を前記可動役物やス
ピーカ３５,３６、その他各種電装部品に接続したうえで横方向に引き出し、切欠部６３
０,６３０に横方向から挿入して通すことで、中枠３０ａの裏側に容易に配線を引き出す
ことができる。したがって、従来に比して各種配線が容易となる。
【０１５７】
　本実施の形態によれば、前面扉３０を構成する中枠３０ａにリフレクタ６０５が中枠３
０ａに設けられた開口部６０１の上縁部に沿って設けられ、このリフレクタ６０５に、中
枠３０ａに設けられた各光源６０７からの光の相互の干渉を防止するための隔壁６０５ｂ
が設けられ、当該リフレクタ６０５の上面に可動役物１００,１０１,６１１を移動させる
ためのレール部６０５ｃ,６０５ｄが設けられるとともに、カバーパネル６００の上縁部
が当該リフレクタ６０５の凸条部６０５ｅによって中枠３０ａの前面に固定されているの
で、光源６０７からの光の相互干渉防止機能、可動役物６１０,６１１の左右方向への移
動案内機能、カバーパネル６００の上縁部を中枠３０ａに固定する機能をまとめてリフレ
クタ６０５に備えることができる。したがって、部品点数の削減、取付スペースの縮小化
を図ることができる。
【０１５８】
　なお、本実施の形態では、前記前面扉３０を、外枠（キャビネット上ユニット）３０ｂ
と、この外枠３０ｂに嵌め込んだ中枠（バリア上ユニット）３０ａとによって構成したも
のを例にとって説明したが、本発明は、中枠がなく、外枠だけで構成された前面扉３０に
も適用できる。
【０１５９】
　また、本発明の実施の形態では、図４５および図４６に示すように、前記上扉３０の外
枠（キャビネット上ユニット）３０ｂは、キャビネット上前部７００と、このキャビネッ
ト上前部７００の前面上部に接合されたキャビネット上部７０１とから構成されている。
【０１６０】
　キャビネット上前部７００はその内部に前記中枠３０ａが設けられるもので、その上半
分の開口縁部には、前方に突出するフランジ部７００ａが設けられている。そして、この
フランジ部７００ａと、キャビネット上前部７００の上面および両側面との間に前記キャ
ビネット上部７０１の背面側の端面が当接する当接面が設けられている。
　キャビネット上部７０１は、前記スピーカ３５,３６が設けられるもので、前記カバー
部材５００が設けられる開口部５０１を有しており、背面側は大きく開口している。また
、キャビネット上部７０１はキャビネット上前部７００の上下の高さの略半分程度の高さ
となっている。
【０１６１】
　そして、キャビネット上部７０１はその背面側の開口部縁部をキャビネット上前部７０
０のフランジ部７００ａに外側から重ね合わせるとともに、キャビネット上前部７００の
前面の開口の上縁部、側縁部等に設けられた係止爪をキャビネット上部７０１に係止し、
さらに所定の位置でねじ止めすることによって、キャビネット上前部７００に接合されて
一体化されている。
【０１６２】
　このように、外枠（キャビネット上ユニット）３０ｂを、キャビネット上前部７００と
、このキャビネット上前部７００の前面上部に接合されたキャビネット上部７０１とから
構成することによって、外枠（キャビネット上ユニット）３０ｂの上半部を前方に容易に
突出させることができる。したがって、この上半分の内部空間を容易に大きくすることが
できるので、この内部空間に上述した役物ユニット１００,１０１,６１１を容易に設ける
ことができる。
　また、キャビネット上部７０１の開口部縁部をキャビネット上前部７００のフランジ部
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７００ａに外側から重ね合わせているので、キャビネット上部７０１とをキャビネット上
前部７００との接合部からの不正侵入を防止できる。
【０１６３】
　また、前記キャビネット上部７０１には、略同形同大の左右一対のスピーカ３５,３６
が設けられている。
　すなわち、キャビネット上部７０１の上部の両隅部には、それぞれ開口部が設けられて
おり、両開口部の縁部にキャビネット上部７０１の裏側からスピーカ３５,３６が取り付
けられている。これらスピーカ３５,３６はキャビネット上部７０１の正面において、上
部の開口部に臨んでおり、正面には当該開口部とスピーカ３５,３６を覆うスピーカーカ
バー７１３,７１３が設けられている。
　なお、図４７に示すように、キャビネット上部７０１の裏面側において、左側にスピー
カ３６が設けられ、右側にスピーカ３５が設けられているので、ここでは、スピーカ３６
を左側のスピーカ、スピーカ３５を右側のスピーカとする。ただし、キャビネット上部７
０１の正面においては、スピーカ３５,３６の左右が逆になるのはいうまでもない。
【０１６４】
　左右一対のスピーカ３６,３５は、キャビネット上部７０１の裏面の上部において、左
右両側部に位置決めして取り付けられるが、スピーカとしては略同形同大で同構造のもの
となっている。
　スピーカ３６,３５は全体形状が左右に長い略長方形状に形成されており、互いに左右
対称となるようにして配置されている。
　左側（一方）のスピーカ３６の右側（他方）のスピーカ３５に近い部位には、つまり、
スピーカ３６の右側部には、右側（他方）のスピーカ３５側に向けて延びる配線接続部７
１５が設けられている。
　また、右側（他方）のスピーカ３５の左側（一方）のスピーカ３６に近い部位には、つ
まり、スピーカ３５の左側部には、左側（一方）のスピーカ３６側に向けて延びる配線接
続部７１６が設けられている。
【０１６５】
　配線接続部７１５,７１６は、スピーカ３６,３５のボイスコイル等を有する中央部から
キャビネット上部７０１の左右中央部側に向けて延びており、キャビネット上部７０１の
裏面から見て、その先端はスピーカ３６,３５の右側部および左側部とほぼ等しい位置に
ある。
【０１６６】
　一方、キャビネット上部７０１には、左右一対のスピーカ３６,３５を左右逆にセット
しようとした場合に配線接続部７１５,７１６に干渉する干渉部材７１７,７１８が設けら
れている。
　すなわち、キャビネット上部７０１の裏面側から見て左側壁には、干渉部材７１７が前
記左側のスピーカ３５の左側部に向けて突出している。この干渉部材７１７は略矩形板状
となっており、キャビネット上部７０１と一体的に形成されている。干渉部材７１７の先
端部は、キャビネット上部７０１の裏面側から見て、スピーカ３６の左側部に重なってい
るが、当該スピーカ３６の左側部と干渉部材７１７との間にはスピーカ３６の厚さ方向に
おいて所定の隙間が設けられている。また、干渉部材７１７と前記配線接続部７１５との
スピーカ３６の厚さ方向（キャビネット上部７０１の厚さ方向）の位置はほぼ等しくなっ
ている。
　したがって、配線接続部７１５を干渉部材７１７の方向に向けてスピーカ３６をセット
しようとした場合、配線接続部７１５が干渉部材７１７に干渉してセットできない。
【０１６７】
　同様に、キャビネット上部７０１の裏面側から見て右側壁には、干渉部材７１８が前記
右側のスピーカ３５の右側部に向けて突出している。この干渉部材７１８は干渉部材７１
７と左右対称に配置され、略矩形板状となっており、キャビネット上部７０１と一体的に
形成されている。干渉部材７１８の先端部は、キャビネット上部７０１の裏面側から見て
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との間にはスピーカ３５の厚さ方向において所定の隙間が設けられている。また、干渉部
材７１８と前記配線接続部７１６とのスピーカ３５の厚さ方向（キャビネット上部７０１
の厚さ方向）の位置はほぼ等しくなっている。
　したがって、配線接続部７１６を干渉部材７１８の方向に向けてスピーカ３５をセット
しようとした場合、配線接続部７１６が干渉部材７１８に干渉してセットできない。
【０１６８】
　また、前記左側のスピーカ３６をキャビネット上部７０１の右側に配置するとともに、
配線接続部７１５を干渉部材７１８側に向けてセットしようとすると、当該配線接続部７
１５が干渉部材７１８に干渉してセットできないし、右側のスピーカ３５をキャビネット
上部７０１の左側に配置するとともに、配線接続部７１６を干渉部材７１７側に向けてセ
ットしようとすると、当該配線接続部７１６が干渉部材７１７に干渉してセットできない
。
【０１６９】
　このように本実施の形態では、キャビネット上部７０１に干渉部材７１７,７１８が設
けられているので、左右のスピーカ３６,３５のそれぞれの配線接続部７１５,７１６を逆
方向に向けてスピーカ３５,３６をセットしようとした場合、当該配線接続部７１５,７１
６が干渉部材７１７,７１８に干渉するため、配線接続部７１５,７１６を逆方向に向けて
スピーカ３５,３６をセットすることができない。つまり、配線接続部７１５,７１６が正
しい向きに向いていないと、スピーカ３６,３５をセットすることができない。このため
、作業者のスピーカ３６,３５の取付け間違いを確実に防止できる。
【０１７０】
　また、左右のスピーカ３６,３５の配線接続部７１５,７１６には、スピーカ３６,３５
に音声信号を伝達するためのハーネス７２０,７２０がそれぞれ接続される。このハーネ
ス７２０,７２０は配線接続部７１５,７１６と逆側から這い回されて、当該配線接続部７
１５,７１６に接続されるが、その際当該ハーネス７２０,７２０を干渉部材７１７,７１
８によって押えることができる。つまり、干渉部材７１７,７１８とスピーカ３６,３５が
設置されている部分との間には隙間があるので、この隙間にハーネス７２０,７２０を通
して干渉部材７１７,７１８によって押えることができる。したがって、当該干渉部材７
１７,７１８をハーネス押えとしても利用できる。
【０１７１】
　なお、本実施の形態では、上扉３０の外枠（キャビネット上ユニット）３０ｂを、キャ
ビネット上前部７００と、キャビネット上部７０１とから構成し、このキャビネット上部
７０１にスピーカ３５,３６を取り付ける場合を例にとって説明したが、本発明はこれに
限ることなく、キャビネット上前部とキャビネット上部が一体的に構成された外枠にスピ
ーカ３５,３６を取り付ける場合にも適用できるのは勿論である。
　また、本実施の形態では、キャビネット上部７０１に略同形同大の左右一対のスピーカ
３６，３５を設ける場合を例にとって説明したが、本発明はこれに限らず、略同形同大の
上下一対のスピーカを設ける場合も適用できるのは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１７２】
３０　上扉（前面扉）
３０ａ　中枠
３０ｂ　外枠（キャビネット上ユニット）
７００　キャビネット上前部
７０１　キャビネット上部（キャビネット）
３５,３６　スピーカ
７１５,７１６　配線接続部
７１７,７１８　干渉部材
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